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１　予算概要

（１）一般会計

　令和８年度予算は、直面する物価高やデジタル社会

への変革期においても、住民が安心して暮らせるよう

住民目線の施策を展開しながら、第２次新温泉町総合

計画に基づき、更なる事業の深化を図ります。特に、

地域の宝である、子どもに対する施策を重点的に展開

し、将来的に人が地域に根付き、さらなる地域の活力

の確保につなげていく好循環を生み出し、本町が将来

にわたり持続的に発展を続けていくためのまちづくり

を推進します。

（２）特別会計

　国民健康保険事業特別会計では、照来診療所・八田

診療所においてレセプトコンピューターの更新を行い

ます。　　　　

　浜坂地区残土処分場事業特別会計は、浜坂道路Ⅱ期

事業などの公共事業等の促進を図るため、和泉谷残土

処分場において残土の受入を継続します。

（３）公営企業会計

　公営企業会計は、民間の企業と同様に独立採算が原

則であることを念頭に、収支計画・事業計画に基づい

た経営を行わなければなりません。

　費用対効果を考慮しつつ、水道事業会計は水道管路

耐震化工事等を実施します。　

公立浜坂病院事業会計では、医療機器更新・施設改修

を行い、利用者に対するサービス向上を図ります。

２　一般会計

（１）歳入概要

①町税

　令和８年度は、前年度の決算見込み、国の制度改正

等を勘案し、個人町民税は、個人所得の増加を見込

み、前年度比 2,004 万円増（4.3％増）、法人町民税は、

前年度比 123 万円減（2.1％減）を見込みました。固

定資産税は、前年度比 81 万円増（0.1％増）を見込み

ました。軽自動車税は、前年度比 442 万円減（7.6％

減）を見込み、環境性能割は、税制改正による廃止を

受け、前年度比 426 万円減（皆減）とする一方で、旧

法による税として３月分までの環境性能割を受け入れ

るため、88 万円を見込みました。町たばこ税は、前

年度比 377 万円減（6.0％減）を見込みました。また、

入湯税は、観光客入込数の減少傾向を見込み、前年度

比 193 万円減（6.4％減）を見込みました。これらの

結果、町税総額は 12 億 9,880 万円、前年度比 605 万

円増（0.5％増）を見込みました。

②地方交付税

　国の地方財政計画では、地方交付税の総額は 20 兆

1,848億円、前年比１兆2,274億円増（6.5％増）となり、

８年連続の増額となっています。本町の普通交付税

は、地方財政計画に基づく地方交付税の増、臨時財政

対策債償還基金費の創設による増、「地域デジタル社

会推進費」及び「地域社会再生事業費」が引き続き措

置されること等を見込み、48 億円、前年度比１億円

増（2.1％増）を見込みました。

③町債

　町債の残高及び後年度償還負担に留意しながら過疎

債など後年度に交付税算入のある町に負担の少ない有

利な起債の発行に配慮しました。

（２）歳出概要

①一般行政経費

　歳入と歳出のバランスを図り、経費節減に努め、賃

金の増加に伴う職員人件費、物価高騰に伴う施設維持

管理経費等を見込み、一般行政経費の総額は、93 億

63 万円（前年度比３億 5,604 万円、3.7％減）となり

ました。

②投資的経費

　町の総合計画、過疎計画、財政計画など既存計画に

基づき、計画的に事業実施しています。

　補助事業は、リフレッシュ館プール棟改築事業、道

路施設等長寿命化事業、消雪工改良事業等を実施しま

す。

　県営負担金事業は、公共街路・県単独街路事業（浜

坂駅港湾線）、急傾斜地崩壊対策事業、前地区ほ場整

備事業、対田地区用水路・排水路整備事業、県営漁港

整備事業を実施します。

　単独事業は、道路改良事業、浜坂駅前整備事業、防

災基盤整備事業、病院施設整備事業、河川改良事業、

障害者グループホーム等新規開設推進事業、廻船問屋

千原屋道盛邸整備事業、歌長地区治山事業、林道整備

設整備事業等を実施します。

　　災害復旧事業は、町道久谷桃観線災害復旧事業を

実施します。

投資的経費の総額は、18 億 1,996 万円（前年度比

７億 5,214 万円減、29.2％減）となりました。
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令和７年度予算概要

一般会計（歳出・目的別）

一般会計（歳　入）

歳入
131億2,600万円

一般会計

環境性能割交付金 他（0.6％） 8,300万円環境性能割交付金 他（0.6％） 8,300万円

自主財源（25.1％）自主財源（25.1％）
依存財源（74.9％）依存財源（74.9％）

町税（9.9％） 12億9,880万円町税（9.9％） 12億9,880万円

繰入金（7.0％） 9億1,892万円繰入金（7.0％） 9億1,892万円

寄附金（3.1％） 4億 600万円寄附金（3.1％） 4億 600万円
財産収入、繰越金、諸収入財産収入、繰越金、諸収入

（3.9％） 5億1,091万円（3.9％） 5億1,091万円

分担金及び負担金、使用分担金及び負担金、使用
料及び手数料（1.2％）料及び手数料（1.2％）
1億6,101万円1億6,101万円

地方交付税（43.2％）地方交付税（43.2％）
56億6,700万円56億6,700万円

町債（10.8％）町債（10.8％）
14億1,420万円14億1,420万円

国庫支出金（10.3％）国庫支出金（10.3％）
13億5,731万円13億5,731万円

県支出金（6.1％）県支出金（6.1％）
7億9,645万円7億9,645万円

地方消費税交付金（2.8％）地方消費税交付金（2.8％）
3億6,800万円3億6,800万円

地方譲与税、地方特例交付金 他（1.1％） 1億4,440万円地方譲与税、地方特例交付金 他（1.1％） 1億4,440万円

民生費（20.5％）民生費（20.5％）
26億8,526万円26億8,526万円

総務費（15.3％）総務費（15.3％）
20億1,343万円20億1,343万円

土木費（13.8％）土木費（13.8％）
18億1,539万円18億1,539万円公債費（11.2％）公債費（11.2％）

14億6,843万円14億6,843万円

商工費（9.8％）商工費（9.8％）
12億9,127万円12億9,127万円

教育費（7.7％）教育費（7.7％）
10億1,339万円10億1,339万円

農林水産業費（6.1％）農林水産業費（6.1％）
8億 17万円8億 17万円

衛生費（8.8％）衛生費（8.8％）
11億4,967万円11億4,967万円

消防費（4.2％）消防費（4.2％）
5億5,001万円5億5,001万円

議会費（0.8％） 1億 156万円議会費（0.8％） 1億 156万円 災害復旧費（0.5％） 6,143万円災害復旧費（0.5％） 6,143万円
諸支出金、予備費、労働費（1.3％） 諸支出金、予備費、労働費（1.3％） 
1億7,599万円1億7,599万円

歳出
131億2,600万円
（目的別）

一般会計
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１．豊かな資源を生かして産業を育てるまち
（単位：千円）

予算額

（１）農林畜水産業の振興 款 6 項 1 目 3

14,475

○経営開始資金交付事業

　次世代の農業を担うことを志向する経営開始直後の新規就農者

に対して、資金を交付します。
＊対象：49歳以下　年間最大150万円を３年間交付

○経営発展支援事業
　就農後の経営発展のために、新規就農者が機械・施設等の導入
を行う場合に支援を行います。

＊対象：49歳以下の認定新規就農者
＊支援額：補助対象事業費上限 500万円(経営開始資金対象者)
＊補助率：国2/4、県1/4、本人1/4

款 6 項 1 目 3

63,461

　担い手育成による農業生産活動等の維持を通じて、耕作放棄地

発生を防止し、農地の多面的機能の保全を図ります。

　中山間地域等と平地地域との生産条件の不利を補正します。

＊交 付 金：国2/4　県1/4　町1/4

＊（通常）19 集落　Ａ＝265ha

　 ＊（８割）６ 集落　Ａ＝ 34ha

款 6 項 1 目 3

1,952

　地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取

り組む農業者に対して、当該営農活動の実施に伴う追加的な費用

を支援します。

＊支援対象者：①農業者の組織する団体

　　　　　　　②一定条件を満たす農業者等

＊支援対象取組：

（１）化学肥料、化学合成農薬の５割低減の取組と炭素貯留効

果の高い堆肥の施用を組み合わせた取組

（２）有機農業の取組（化学肥料、農薬を使用しない取組）

＊取組助成：上限16,000円/10ａ

＊交付金負担割合：国2/4　県1/4　町1/4

款 6 項 1 目 3

4,500

　物価高騰の影響が長期化する中、大きく影響を受ける大学生等

に対し、町内農産物等を送付することで、生活支援を行います。

＊内容：お米・加工品等を送付（1万円相当）

＊対象者：町内出身の大学生、短期大学生、専門学校生等

款 6 項 1 目 3

3,575

　収益力強化に計画的に取り組む農業者等に対し、計画の実現に

必要な農業機械の導入等を支援します。

＊補助率：1/2 以内

農林水産課

所管

（継続）

農林水産課

所管

産地競争力強化総合対策事業

農業振興費 所管

（継続）

農業振興費 所管

（継続） 新規就農者確保事業

農業振興費

農業振興費

農産物等利用促進事業（大学生等支援）

主要施策名

（継続） 中山間地域等直接支払事業（第６期：Ｒ７～Ｒ１１）

事業名及び主な事業の内容

農林水産課

所管 農林水産課

（新規）

環境保全型農業直接支払事業

農業振興費

農林水産課
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（１）農林畜水産業の振興 款 6 項 1 目 3

1,000

　農業者の高齢化や担い手不足が進む中、今後も水田等を維持し

ていくため、除草作業を省力化できるリモコン草刈機導入経費の

一部を支援します。

＊補助対象者：集落営農組合又は、地区

（ただし、中山間地域等直接支払交付金のスマート農業加算

　の交付を受けていないこと）

＊補助対象経費：リモコン草刈機購入費

＊補助率：補助対象経費の1/2以内（上限100万円）

款 6 項 1 目 3

400

　生産農家の拡大と農家の収益性向上を図るため、需要があり一

定の収益が見込まれる農産物の生産に取組む農家に対して、資材

購入費の一部を助成します。

＊補助対象者：町が主催する農業セミナーに参加(受講済者含

　　　　　　　　む)し、新たに基準数量を栽培する者
＊対象農産物：ピーマン、菊
＊補助対象経費：資材費（複数年使用可能なものに限る）、
　　　　　　　　出荷登録料、苗代（菊のみ）

＊補助率：補助対象経費の1/2以内

　　　　　　　　　上限（ピーマン：10万円、菊：５万円）

款 6 項 1 目 4

5,900

　全国和牛の改良用素牛供給地として、良質な但馬牛生産の安定

化を図り、育種基地として優良牛の確保に努めます。

斡旋会導入　 25万円か斡旋価格の1/4のいずれか少ない額／頭

市場購入　　 25万円か落札金額の1/4のいずれか少ない額／頭

自家保留　　 ５万円／頭

波系導入加算 ５万円／頭加算

　＊斡旋会３頭、市場導入･自家保留39頭　計42頭

　＊波系加算４頭

款 6 項 1 目 4

環境整備対策事業 900

畜産経営における環境整備を支援し、畜産振興を図るため、

 家畜ふん尿処理施設整備等に係る費用の一部を助成します。
令和８年度から補助金上限額を15万円から30万円に増額します。
＊対象内容：家畜ふん尿処理施設整備等
＊対象農家：和牛生産者等
＊補助対象額：事業費の30％又は30万円のいずれか少ない額

款 6 項 1 目 4

800

良質堆肥を生産し、耕畜連携を図るとともに、資源循環型農業

 の取組みを進めることを目的として、但馬牛を生産している畜産

 農家に対し、おが粉の購入経費の一部を助成します。

＊対象農家：①肥料の品質の確保等に関する法律に基づき届出

　　　　　　　を行い、かつ、申請年度に堆肥成分分析を行っ

　　　　　　　ている者
　　　　　　②申請時に肉用牛生産を行っている畜産農家
＊補助対象額：おが粉購入費の1/2以内

（年間の購入量が登録飼養頭数若しくは堆肥散
　布契約に基づく基準数量以上の場合に限る）

＊補助上限額：10万円

所管

農林水産課

スマート農業機械等導入支援事業

（継続）

所管

良質堆肥生産支援事業

（継続）

新規生産者スタートアップ支援事業

農林水産課

畜産業費

農林水産課農業振興費

農業振興費

所管

所管 農林水産課

（継続）

畜産振興（優良牛確保）事業

畜産業費 所管

（継続）

（拡充）

畜産業費

農林水産課
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（１）農林畜水産業の振興 款 6 項 1 目 4

630

  但馬牛の堆肥を利用した土作りを行うことにより、資源循環型

＊対象農家：農業者、農業法人、農業者等で組織する団体

＊補助基準：町内の但馬牛飼養農家の堆肥を10ａ以上の農

＊補助金額：10ａ当たり2,500円又は3,500円（稲わら交換

に同意したほ場に散布した場合）

款 6 項 1 目 4

1,000

　美方郡産但馬牛の農業遺産システム保全計画に基づく活動と、

世界・日本農業遺産の啓発とＰＲを行い畜産振興及び地域活性化

を図ります。

〇令和８年度事業計画

＊ 協議会ホームページ作成、SNS配信開始

＊ 市民講座の開催（小学校等）

＊ 保全活動地域連携事業（各団体が実施する伝統的但馬牛

飼育システムのPRを伴う事業に対する助成等）

款 6 項 1 目 7

14,600

　前・石橋地内において担い手への農地の集積集約化を加速させ

るため、農地中間管理機構が借り入れている農地について、県営

土地改良事業により区画整理を行います。

＊実施地区：前地区

＊区域面積：14.0ha

＊整備内容：区画整理、農道整備、用排水路整備、暗渠排水

＊事業期間：Ｒ４～Ｒ11

＊概算総事業費：4.9億円

＊令和８年度事業：工事（２工区）

＊負 担 率：国62.5％　県27.5％　町10％　

款 6 項 1 目 7

13,500

　対田地区の耕地内にある用水路及び排水路において、施設の老

朽化により営農に影響を及ぼしているため、整備工事を実施し対

応します。

＊実施地区：対田地区

＊実施内容：用水路整備L=7.5㎞

＊事業期間：Ｒ６～Ｒ10

＊概算総事業費：4.3億円

＊令和８年度事業：工事（用水路2.0ｋｍ、排水路0.5ｋｍ）

＊負 担 率：国55.0％　県30.0％　町12.0％　地元3.0％

款 6 項 1 目 7

1,000

　農家の高齢化や担い手不足に伴う耕作放棄地の発生を防止する

ため、農業振興事業費補助金を拡充し、農地の維持管理に要する

経費を助成します。

＊補助対象者：集落営農組合・土地改良区・地区

＊補助対象経費：農地の整備（畦畔・法面等を含む）

（ただし、多面的機能支払、中山間地域等直接支払等の交付金

　事業及び、国庫・県補助事業の活用が可能なものは対象外）

＊補助率：補助対象経費の1/2以内

（継続）

（継続）

所管

対田地区用水路・排水路整備事業

土地改良費

前地区県営ほ場整備事業

所管

土地改良費 所管

　　　　　　地に散布

土地改良費

堆肥散布助成事業

農林水産課

（継続）

耕作放棄地対策農地整備事業

農林水産課所管

農林水産課

畜産業費

「美方郡産但馬牛」世界・日本農業遺産推進協議会

農業を推進するため、堆肥散布の普及・拡大を図ります。

所管

（継続）

農林水産課

畜産業費

（拡充）

農林水産課
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（１）農林畜水産業の振興 款 6 項 2 目 2

114,602

　新温泉町内で増加する野生鳥獣による農作物等の被害防除及び

軽減を図るため、引き続き新温泉町有害鳥獣捕獲班に対して有害

鳥獣の捕獲を委託します。また、捕獲個体を鳥獣処理施設及びス

トックポイントへ搬入することで処理負担軽減と利便性向上を図

ります。

　〇有害鳥獣捕獲等事業

　 【有害鳥獣捕獲事業】（事業委託）

　＊銃器、くくり罠、捕獲檻による有害鳥獣の捕獲を委託

【有害鳥獣捕獲班確保対策事業】

　＊射撃技術維持向上、免許更新、猟銃購入等費用を助成

　　有害鳥獣捕獲班員に対して、罠購入補助及び罠修繕資

　　材購入補助

【新規免許取得者確保対策事業】

　＊わな猟免許、第１種銃猟免許及び銃所持許可取得に係る

　　講習会、免許試験受験等の費用を助成

【新温泉町鳥獣被害防止総合対策事業】

　＊新温泉町野生動物被害対策推進協議会が実施する野生

　　鳥獣侵入防止柵導入事業に係る一部費用を助成

　◯鳥獣処理施設運営事業（指定管理者制度）

　＊個体の解体・処理・加工を行う施設を運営し、捕獲した

　　個体を地域資源として活用　

　＊捕獲した鳥獣個体を一時的に保管するストックポイント

　　（冷凍保管施設）の運営

款 6 項 2 目 2

33,560

　森林の適正な管理と効率的かつ安定的な林業経営を推進するた

め、林業施設（林道等）の維持管理を行います。また、施設の長

寿命化対策として林道橋の保全事業を実施します。

【林道維持管理工事】

　＊実施地区：中辻肥前畑線２路線

【林道改良工事】

　＊実施地区：山口線山口橋補修設計業務

款 6 項 2 目 3

69,050

　林道整備等公共事業の円滑な事業推進、災害復旧時の円滑な作

業対応、住民間や官民間の境界に関する問題の解消、土地取引の

円滑化、課税の適正化等を図るため、国土調査法に基づく地籍調

査事業を実施します。

＊実施地区：三尾、正法庵、竹田、鐘尾、千原、高末、浜坂

＊補 助 率：町営 75％（国50％　県25％　町25％）

　 　　　 　県営100％（国50％　県50％）

＊換算実施面積：町営 0.94k㎡　県営 0.26k㎡　

農林水産課所管

所管 農林水産課

（継続）

地籍調査事業

所管

有害鳥獣防除事業

（継続）

林業振興費

（継続）

林業振興費

地籍調査事業費

林業施設維持管理事業

農林水産課
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（１）農林畜水産業の振興 款 6 項 3 目 2

18,635

　漁業を取り巻く厳しい状況を改善するため、漁業者への支援を

行うとともに、水産物の流通販売の活性化に取り組みます。

　また、水産資源の維持及び増大並びに持続的利用を図るため、

種苗放流事業に対して継続支援を行います。

【漁船保険等加入推進事業】

　漁業振興と漁業経営基盤の安定を図るため、漁船保険料の一部

を助成します。

＊補助率：20％（船外機及び沿岸漁船137隻、底曳網漁船３隻）

＊補助率：５％（底曳網漁船11隻） 新船建造５年以内は20％

【漁獲共済加入推進事業】

　厳しく変動する漁業情勢の中で、中小漁業者の漁業再生産阻害

の防止と経営基盤の安定を図るため、損失補償制度に係る保険料

の一部を助成します。

＊大型船　　　　　：13 隻

＊沿岸一本釣り等　：21 隻

＊補助率　　　　　：組合助成経費の1/2 以内

【魚貝類等増殖事業】

　水産資源の維持及び増大並びに持続的利用と水産物の安定的な

供給を図ります。

＊アワビ等中間育成種苗導入事業

＊補助率：事業費の1/2以内

【水産等活性化事業（地域水産物販売）】

＊松葉ガニタグ製作

＊プロトン冷凍した各水産物の流通販売促進

＊都市部を中心とした販路拡大（関西・中四国）

【漁船建造資金利子補給事業】

　漁業者の負担を軽減するため、漁船を建造した漁業者に対して

近代化資金の借り入れに伴う利子の一部を助成します。

　 ＊補助率：借入金の5/1000以内（上限：500千円）

【豊かな海づくり資金事業】

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、豊かな海づくり

資金を借り入れた漁業者等に対し、貸付利率の無利子化を実施し

ます。

＊負担割合：県2/3　町1/3

【漁業用資材価格高騰対策漁業者支援事業】

　高騰する漁業用資材のうち、水揚時に使用する発泡スチロール

製の魚箱に対し、新規購入費用の一部を助成します。

款 6 項 3 目 2

1,710

　水産資源の維持及び増大並びに持続的利用を図るため、アユ・

サケ・ウナギ等の稚魚放流事業等に対して助成します。

＊補助率：事業費の1/2 以内

（２）商工業の振興 款 7 項 1 目 2

102,000

  【中小企業融資利子補給金】　

　金融情勢の変化による中小企業の負担を軽減するため、町融資

 等の借り入れに伴う利子の一部を助成します。

 【中小企業振興融資金融資預託金】　

　町内の中小企業の資金確保の円滑化のため、預託を実施します。

所管水産業振興費

商工観光課

中小企業対策事業

（継続）

（継続）

所管

水産振興事業（内水面漁業振興事業）

商工振興費

農林水産課

水産振興事業（継続）

水産業振興費 農林水産課所管
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（３）観光業の振興 款 7 項 1 目 2

843

　杜氏館での説明員（杜氏又は元杜氏等）の人材確保が課題とな

る中、タッチパネル式サイネージを導入し、来館者が自ら操作し

て施設案内や説明動画等を視聴できる環境を整備することにより、

安定した情報提供が可能となり、来訪者の理解促進と満足度向上

を図ります。

款 7 項 1 目 3

10,407

　観光等による来訪者の増加を図るため、新温泉町観光振興協議

会と連携し関西を中心とした観光キャンペーン等を実施します。

　また、広域的には麒麟のまち圏域１市６町による地域連携ＤＭＯ

「一般財団法人麒麟のまち観光局」の活動を推進するとともに、

各広域団体との連携により、広域でのプロモーションを推進しま

す。海外向けには、神戸空港の国際化に向けて、交通事業者との

連携や台湾旅行博への出展により、積極的にインバウンド誘致増

加を図ります。

款 7 項 1 目 3

6,770

　民間事業者より観光振興に係る外部人材の派遣を受け入れ、観

光プロモーション、マーケティング機能等の強化に関する指導、

アイデア等の支援を通じて、事業者、観光協会、町が一体となっ

て更なる観光客等の誘客を図ります。

款 7 項 1 目 3

27,200

　観光産業振興のため、浜坂及び湯村温泉観光協会に補助金を交

付し、観光案内業務や誘客事業等を支援します。また、相互の連

携を図るため、新温泉観光振興協議会の活動を推進します。

款 7 項 1 目 7

705,500

　リフレッシュパークゆむらの町民プールは、経年劣化によるカ

ーテンウォールの破断、天井や壁の剥落、露筋による鉄筋の腐食

や外壁のクラック等の老朽化が進み、改修困難な状況となってい

ます。

　リフレッシュ館町民プールあり方検討委員会からの改築方針の

提言を受け、令和８年度より改築工事を実施します。

（継続）

（継続） リフレッシュ館プール棟改築事業

所管

（継続）

所管

（新規）

（継続）

観光費

観光プロモーション事業

商工観光課

商工観光課

観光施設デジタル環境整備事業

所管 商工観光課

観光費

観光費

商工振興費

所管

商工観光課

リフレッシュ館管理費 商工観光課

所管

地域活性化起業人事業（観光振興）

観光協会補助金
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（３）観光業の振興 款 10 項 4 目 5

28,234

　「廻船問屋千原屋道盛邸」の持つ文化財的価値を保存しつつ観

光振興施設として、地域住民等の学習・憩いの場とするとともに、

地域活性化に向けた新たな文化創造の場とするなど、多目的機能

を有する施設として整備します。

【令和８年度事業計画】

　＊整備検討委員会の開催
　＊基本設計及び実施設計の作成
　＊千原屋道盛邸維持管理
　＊千原屋道盛家史料整理

款 10 項 4 目 5

7,448

　日本遺産に認定された「北前船寄港地・船主集落」「麒麟獅

子舞」の構成文化財を活かした観光産業の充実を図ります。
　また、町の知名度向上と国内外からの交流人口の拡大を図り、
地域の活性化を推進します。

＊情報発信、ガイドマップの作成、啓発グッズの作成
　巡回展の開催、認定記念講演会、探訪ウォークの開催
＊但馬麒麟獅子舞フェスタの開催、伝統芸能の公開

（４）地域産業の振興 款 2 項 1 目 5

款 2 項 1 目 10

款 6 項 1 目 8

款 7 項 1 目 2

款 7 項 1 目 3

款 10 項 4 目 2

款 10 項 4 目 5

99,000

 【 商工観光課 】

・おんせん天国カフェ運営による地域振興を図ります。

  　　　　　　　　　　 　 　[温泉振興（店舗運営）担当４名]

 ・外国語による情報発信を積極的に行い、外国人との交流や相談

　支援、観光客の誘致を図ります。    

 　　 　　　　　　　　　　　　　　　[国際交流推進担当２名]

・地域との交流を図り、地域が望む持続可能な店舗づくりを行う　

 　ことで、商店街の活性化及び魅力向上を図ります。

                                    　[商店街振興担当１名]

・一般社団法人TSUGU新温泉（つぐシン）が行っている「地域の

 　人事部」活動の広報を担当することで活動の周知を行います。

                         　           　[人材確保担当１名]

・国内外の誘客策として観光WEBサイトを充実させ、地域情報発

 　信を行うことにより、地域活性化を図ります。

                                    [地域情報発信担当１名]

・地域資源を生かした交流・体験プログラムの開発、PR活動・

　情報発信を行います。

                                    [観光振興支援担当２名]

・道の駅を拠点として、生産者と協力した特産品の開発や販売促

　進、ＰＲ活動等を進めるとともに、観光やイベント等の情報発

 　信を行うことにより、地域活性化を図ります。

                         　         [道の駅活性化担当２名]

所管

商工観光課・おんせん天国室

商工観光課

商工観光課

生涯教育課

生涯教育課

日本遺産地域活性化事業

所管

所管

文化財保護費

所管

社会教育振興費

文化財保護費

所管

牧場公園課

商工観光課

（継続）

「廻船問屋千原屋道盛邸」整備事業

観光費

（新規）

＊麒麟のまち連携関連インバウンド対応事

企画費

所管

生涯教育課

商工振興費 所管

所管

地域おこし協力隊事業

生涯教育課

所管

文化財保護費

＊諸寄北前船寄港地まつりの開催

牧場公園費

ふるさとづくり推進費

（継続）
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（４）地域産業の振興 【 牧場公園課 】

・但馬牛の飼育・管理技術の習得、但馬牛の生産振興等を通して

　地域と密接な関係を築き、畜産農家の担い手育成に取り組むと

　ともに、新温泉町と但馬牛の幅広いＰＲを行うことで地域の活

　性化及び魅力発信を図ります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　 [但馬牛生産振興担当１名]

【 生涯教育課 】

・地域における生涯学習活動の充実と円滑な推進を図るため、

　外部人材を活用し、生涯学習体制の再構築を図ります。

                         　     [生涯学習活動推進担当１名]

・ふるさとに誇りを持ち、将来、新温泉町に貢献できる人材の育

　成を目指し、地域と学校と連携を図りながら、「ふるさと教育」

　に取組みます。　

                            　  [ふるさと教育推進担当１名]

・「新温泉町文化財センター味原川文化伝承館」を拠点として、

　新温泉町の多種多様な歴史や文化を広く発信するとともに、

　文化財の活用による地域の活性化及び魅力発信を図ります。

　　　　　                 　     [文化財活用推進担当１名]

・日本遺産「北前船寄港地・船主集落」に認定されている諸寄

　地区の活性化を図るため、交流イベントの開催や、拠点施設

　の運営体制づくりに取組みます。　

                            　  [日本遺産活用推進担当１名]

款 2 項 1 目 10

402,674

  地域産業の活性化・自主財源確保を目指し、ふるさと納税を推

進します。職員自ら寄附者と接する機会を増やし、そのニーズ把

握に努めます。委託可能な業務については専門業者へ委託するこ

とにより返礼品提供事業者の支援、開発に注力します。併せて、

新たな地場産品の積極的な堀り起こし、新たな返礼品を追加する

など、品ぞろえと寄附金の増大を図ります。

款 7 項 1 目 2

8,800

　本町への移住、就業及び地域おこし協力隊への応募のきっかけ

作りとして、２週間の地域おこし協力隊インターンシップの受け

入れを行い、新温泉町の魅力を発掘、活かしながら、地域活性化

につながる業務に従事することでファンを増やし、今後の関係人

口及び移住者の増加を目指します。

款 7 項 1 目 2

6,800

　町の重要プロジェクトである移住定住対策等に関して、現場責

任者の立場でプロジェクトを推進する人材である新温泉町地域プ

ロジェクトマネージャーを配置し、専門的な立場から関係者間を

橋渡しし、当該プロジェクトを着実に成果につなげていきます。

款 7 項 1 目 2

22,986

 　道の駅「山陰海岸ジオパーク浜坂の郷」について、指定管理者

により施設の運営管理を行います。

　また、町の地域振興の拠点として、観光情報発信、地域の特産

品のＰＲ及び販売、出荷者の育成・研修等を行うとともに、ふる

さと納税の返礼品の拡充に努めます。

　令和８年度はレジシステムの更新を行い、キャッシュレス化を

進めることで、業務の効率化・顧客の満足度向上を図り、売上の

増加に努めます。

商工観光課

ふるさと納税お礼品事業（継続）

（拡充） 道の駅運営事業

所管

ふるさとづくり推進費

（継続）

（継続）

商工観光課

商工振興費

商工観光課

所管

所管

商工振興費

地域おこし協力隊インターンシップ事業

所管

地域プロジェクトマネージャー配置事業

商工観光課

商工振興費
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（４）地域産業の振興 款 7 項 1 目 3

2,600

　令和７年度に引き続きレコードが息づく町づくりとして、アナ

ログレコードの祭典としてレコード屋大賞を開催します。珠玉の

レコードとエピソードを募集し大賞及び各部門賞を決定します。

ラジオＤＪを招へいしたラジオ公開録音、受賞者やアーティスト

の来町誘致、視聴者の誘客と針の文化産業の普及振興を図ります。

（５）起業・雇用対策の推進 款 2 項 1 目 5

10,403

　地域おこし協力隊員等が町内で起業する際の経費の一部を補助

し、町内への定住促進と地域の活性化を図ります。

款 5 項 1 目 1

1,050

　町内企業への就職者数を増やし、若年者の定住促進を図るため

40歳未満の移住者又は新規学卒者で、転入又は卒業後１年以内に

町内に事業所を有する企業に就職した方に対して新温泉町ふるさ

と就職奨励・定住促進交付金を支給します。

＊交付金額：10万円（２か年に分割して支給）

　・就職後１年経過後に支給（２年目も同様）

　・住所要件あり

款 7 項 1 目 2

9,018

　町内で新たに起業される方の負担軽減を図るため、初期投資費

用等の一部を助成し、起業の促進につなげます。

　また、起業支援アドバイザーを配置し、町内での起業を志す方
に対して、起業に必要な知識の習得や会社設立に係る手続き等の
様々な手続きを円滑に進められるように支援します。

＊助成金額
　①起業に関する費用の1/2（上限50万円）
　　※転入者については上限100万円
　②商工会に加盟した方で空き店舗を活用した場合は
　  賃料の1/2（上限月額３万円）を２年間助成

　①事業を営んでいない個人又は起業法人　

　③町外の事業者で、町内に事業所を設置し、事業を開始す

　　る個人又は法人

観光費

商工振興費

労働諸費

所管 商工観光課

（継続）

　②現在の業種と異なる業種の事業を開始する個人又は法人

（継続）

レコードが息づくまちづくりイベント事業　

起業支援事業（継続）

所管

＊条　　件　

企画費

新温泉町ふるさと就職奨励・定住促進交付金事業

（継続）

商工観光課

地域おこし協力隊支援事業

所管 企画課

所管 商工観光課
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（５）起業・雇用対策の推進 款 7 項 1 目 2

3,000

　町内の中小企業に対し、働きやすい環境を整えるために要する

経費の一部を補助し、職場環境の改善に向けて積極的に取り組む

企業を支援することで人材獲得につなげます。

＊補助対象経費及び補助率

①男女別利用を目的とした従業員用の休憩室、更衣室、

　トイレ等の新設又は改修にかかった経費

　補助対象経費の1/2以内（上限50万円）
②就業規則及びこれに準ずる規程等の作成又は変更にか

　かった経費

　補助対象経費の1/2以内（上限10万円）

款 7 項 1 目 2

300

　若年者の地元への就職促進及び町内中小企業の人材確保を図る

ため、町内中小企業と連携して従業員の奨学金返済を支援します。

＊補助対象経費

中小企業奨学金返済支援制度事業補助金交付決定額の

1/2に相当する額（上限３万円）

＊補助対象期間

採用されてから５年間

款 7 項 1 目 2

8,797

　町内への新たな企業立地又は既存企業の増設に伴う事業拡大等

により、雇用の拡大及び地域の活性化を図る企業に助成します。

＊内　容

　①固定資産税納付額の助成（５年間）

　②町内在住者の雇用に対する助成
　※一人当たり20万円 上限年間600万円（５年間）
＊条　件

　新規：投下固定資産額 3,000万円以上　

        常用従業員５人以上

  増設：投下固定資産額 2,000万円以上　

        常用従業員３人以上

（継続） 企業立地奨励事業

商工観光課

所管

商工振興費 所管

商工振興費 所管 商工観光課

（継続） 中小企業奨学金返済支援事業

商工振興費

（継続） 中小企業働きやすい職場づくり支援事業

商工観光課
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２．ふるさとを愛する次世代を育て見守るまち
（単位：千円）

予算額

（１）子育て支援の充実 款 2 項 1 目 5

1,718

　少子化の要因となる晩婚化・未婚化対策として、社会全体で結

 婚を望む若者を応援するため、未婚男女へ出会いの場を提供する

団体と協力し、広域的に婚活事業の推進を図ります。また、出会

いの場の創出のために、交流イベントを民間事業者に委託実施し

ます。

  新たに、同窓会等小規模の交流会による出会い創出のための補

助制度を創設します。

款 2 項 1 目 5

600

　子育てキャッチフレーズ・ロゴマークを活用した幟旗やマグネ

ットシールを作成するとともにイベント時に子育て世帯支援ノベ

ルティグッズを配布し、子育て支援が充実したまちをPRします。

町全体で子育てしやすい町というイメージを構築することで、町

民が安心して住み続け、故郷に帰ってきたい、移住したいと思う

気運を高めます。

款 2 項 3 目 1

2,000

　赤ちゃんの出生をお祝いするとともに、健やかな成長を願って

出生届を提出した際に、１人５万円分の町内で利用できる商品券

を贈呈します。

＊対象者：新温泉町に住民登録がある方のみ

　※出生届が提出された際、窓口で贈呈

款 3 項 1 目 5

39,674

　子どもの保健対策を充実させ、子育て世帯の経済的負担を軽減

するため、子どもに係る医療費を助成し、福祉の充実を図ります。

＊対 象 者：０歳～18歳（高校生相当年齢まで）

＊助成金額：入院・通院に係る医療費（健康保険自己負担分）

款 3 項 1 目 5

472

　病院に入院し、養育医療を受ける必要のある未熟児に対して、

入院治療に係る医療費を助成します。

款 3 項 1 目 5

2,650

　県の福祉医療費助成事業に加え、町の単独助成を継続して実施

することで、対象者が安心して医療を受けられるよう福祉の充実

を図ります。

＊母子家庭等医療費、寡婦医療費の助成

款 3 項 2 目 1

25,327

　保護者が就労等により昼間家にいない小学校の児童に対し、放

課後に遊びと生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ります。

　各小学校から町内２カ所の児童クラブへの移送サービスを継続

して実施します。

福祉医療費

（継続）

児童福祉総務費

福祉医療費

未熟児養育医療扶助費支給事業

乳幼児等医療扶助費支給事業

（継続）

健康課

（継続） 福祉医療費助成事業（母子家庭医療費等）

福祉医療費

主要施策名 事業名及び主な事業の内容

企画費 所管 企画課

婚活推進事業（拡充）

（継続）

放課後児童健全育成事業（児童クラブ運営）

こども教育課所管

所管

企画課

戸籍住民基本台帳費 所管 町民安全課

所管

所管 健康課

健康課

（継続） 子育てしんおんせんPR事業

（継続） 新生児出生祝品事業

企画費

所管
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（１）子育て支援の充実 款 3 項 2 目 1

2,220

　子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもを生み育てやすい環

境づくりを行うため、市町村民税所得割額が基準額未満で、国の

規定に基づく複数の子どもがいることによる優遇措置を受けてい

ない家庭に対して、保育料が5,000円を超える場合、保育料を助

成します。

款 3 項 2 目 1

8,465

　子育て中の親同士が出会い、共感したり情報交換したりしなが

ら、子どもと一緒に育ち合う場を提供し、子育て中の親への相談

体制を充実させるなど「あったか子育て」を応援します。

款 3 項 2 目 1

7,600

　使用していない浜坂病院医師住宅を改修して病児・病後児保育

施設を整備し、保護者の子育てと就労等の両立を支援します。

款 3 項 2 目 2

210,000

　家庭等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の

健やかな成長に資することを目的に、児童手当を支給します。

＊対象：高校生年代までの児童

＊支給手当月額（１人当たり）

　◯３歳未満（第１子、第２子）：15,000円

　◯　　〃　（第３子以降）：30,000円

　◯３歳以上高校生年代（第１子、第２子）：10,000円

　◯　　　 　〃 　  　（第３子以降）：30,000円

款 3 項 2 目 3

86,912

　就学前の子どもに幼児教育・保育を提供し、また、地域での子

育て支援を総合的に提供する認定こども園において、ＡＬＴを活

用した英語教育の実施や職員の資質向上を図るなど、より充実し

た教育・保育の一体的推進を図ります。

款 3 項 2 目 3

674

　全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備

するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライ

フスタイルにかかわらない形での支援を強化します。

　＊対象：通園していない０歳６か月～３歳未満のこども

　＊利用可能時間：こども一人当たり月10時間を上限

　＊利用料金：こども一人１時間当たり 300円

　＊実施施設：ゆめっこ認定こども園

款 3 項 2 目 3

3,000

　大庭認定こども園の休園に伴う園児増加に対応するため、令和

７年度に浜坂認定こども園内に整備した仮設園舎を使用して園の

運営を行います。

こども教育課

（新規） 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

子育て支援センター運営事業

所管 こども教育課

（新規）

保育料軽減事業

所管

認定こども園費

（継続）

福祉課

認定こども園費

児童措置費

こども教育課

こども教育課

所管

児童福祉総務費

こども教育課

（継続）

（継続）

認定こども園費

認定こども園運営事業

所管

大庭認定こども園仮園舎設置事業

所管

所管

児童手当支給事業

（継続）

児童福祉総務費

児童福祉総務費 所管 こども教育課

（新規） 病児・病後児保育施設整備事業
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（１）子育て支援の充実 款 4 項 1 目 2

2,400

　不妊治療を受ける夫婦に対して治療費の一部を助成し、経済的

負担の軽減を図ります。

　保険診療(保険診療との併用が認められている保険外診療を含む）

として行う生殖補助医療(体外受精、顕微授精及び男性不妊治療)

を対象として助成します。

　また、不妊を心配する方へのペア検査（不妊ペア検査）費用や

不育症治療費用も引き続き助成します。

【不妊治療(生殖補助医療)費助成事業】

＊対 象 者：治療開始日の妻の年齢が満43歳未満である夫婦

＊助成金額：以前の凍結胚により胚移植 10万円

　 （１回当たり） 状態の良い卵が得られず中止 10万円
　　　　　　 上記以外の生殖補助医療 15万円
　　　　　　 男性不妊治療 10万円

款 4 項 1 目 2

8,300

　子育て世代包括支援センターを中心に、健診や相談・訪問事業

を通して、子どもの健やかな発育発達を促し、育児支援を行うと

ともに、困り感のある子どもに対して、関係機関等と連携を図り

ながら、きめ細やかな支援を行います。

　また、健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産・子育てを迎え

るために、妊婦健康診査費、産婦健康診査費、新生児聴覚検査費、

１か月児健康診査費用の助成を行います。１か月児健康診査費助

成は助成金額を拡充します。事業を通じ、健康状態の把握、育児

不安の解消、産後うつの予防及び虐待予防を図り切れ目のない支

援を行います。

【妊婦健康診査費助成】

＊対 象 者：妊娠期の定期健診を受診した妊婦

＊助成金額：健診費用　回数、金額上限なし

【産婦健康診査費助成】

＊対 象 者：出産後８週間以内の産婦

＊助成金額：健診１回上限５千円を２回分

【新生児聴覚検査費助成】

＊対 象 者：新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者

＊助成金額：新生児１人につき１回限り上限１万円

【１か月児健康診査費助成】（拡充）

＊対 象 者：１か月頃の乳児の保護者

＊助成金額：乳児１人につき１回限り上限６千円

款 4 項 1 目 2

4,898

　全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう

妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々な

ニーズに即した必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業と妊

娠等の届出を行った妊婦に対し、交付金を支給する経済的支援を

一体的に実施します。

＊交付金額：妊娠に対して　５万円

　　　　　　妊娠している子どもの人数に応じて　５万円

（拡充）

不妊治療費助成事業

予防費

母子保健事業

予防費

所管

所管

所管 健康課

予防費

健康課

妊婦のための支援給付交付金・妊婦等包括相談支援事業（継続）

健康課

（継続）
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（１）子育て支援の充実 款 4 項 1 目 2

5,200

　子育て世代包括支援センターを拠点とし、妊娠期から出産・子

育て期にわたる育児に関する相談等に対応した事業を行います。

　産後を安心して過ごしていただくために産後ケア事業の推進や

紙おむつ等の育児用品購入費の助成を充実し、子育て世帯の負担

軽減を図ります。

【紙おむつ等購入費助成】

＊対象期間：生後４か月から満１歳６か月まで

＊助成方法：毎月5,000円の紙おむつ等育児用品助成券を交付

＊助成内容：紙おむつ、おしりふき、乳児用ミルク、離乳食

【産後ケア事業利用者負担額】

（町民税課税世帯） （町民税非課税・生活保護世帯）

＊宿泊型：１日 2,000円 ＊宿泊型：１日 1,000円

＊ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ型：１回 1,000円 ＊ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ型：１回 500円

＊ｱｳﾄﾘｰﾁ型：１回 1,000円 ＊ｱｳﾄﾘｰﾁ型：１回 500円

款 7 項 1 目 2

2,700

　町内における定住及び町内への転入を促進し、人口減少及び少

子高齢化の抑制を図るため、婚姻に伴う新生活に要する住宅取得

費用、リフォーム費用、住宅賃借費用又は引っ越し費用の一部を

補助します。

＊対象世帯：夫婦双方又は一方の婚姻日における年齢が39歳以

　　  　    下かつ夫婦の所得が400万未満で、令和８年度は

　　      　令和８年１月１日から令和９年３月３１日まで

          　の間に婚姻した世帯

＊補助上限額：夫婦共に29歳以下の場合　 60万円

　　　　　　　上記以外の場合　　　　　 30万円

（２）教育の充実 款 10 項 1 目 2

款 10 項 1 目 3

4,162

　少子化により部活動の維持が難しくなっている状況にあること

から、社会体育関係団体など地域との連携を図り、部活動の持続

可能な環境を整えます。

【令和８年度事業計画】

＊コーディネーター兼トレーナーの配置

＊新温泉町クラブ活動協議会との連携

款 10 項 1 目 2

6,004

　教育基本法に基づき本町教育の振興のための計画を策定するに

あたり、その基本となる事項、主要な課題等について検討すると

ともに、根拠となるアンケートを実施します。

＊新温泉町教育振興基本計画策定委員会委員　16名
＊児童生徒、教職員、保護者、地域住民へのアンケートの実施

款 10 項 1 目 2

429

　「学校のあり方検討委員会報告書」を踏まえ、本町における望

ましい教育環境の整備に関する重要事項を具体的に検討するため、

「望ましい教育環境整備検討委員会」を設置します。

＊望ましい教育環境整備検討委員会委員　24名

（新規） 教育振興基本計画策定事業

こども教育課

商工振興費

事務局費 所管 こども教育課

（新規）

健康課

商工観光課所管

地域と協働した部活動推進事業

（継続）

（継続）

予防費

所管

（拡充）

所管

望ましい教育環境整備事業

所管 こども教育課事務局費

事務局費

こども教育課

子育て世代包括支援事業

教育振興費

所管

結婚新生活支援事業
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（２）教育の充実 款 10 項 1 目 2

2,090

　ＧＩＧＡスクール構想により急速に進む学校でのＩＣＴ化に対

処するため、専門業者に委託して学校の人的体制をサポートしま

す。

＊学校訪問によるＩＣＴ機器操作等支援、研修会開催

＊ネットワーク障害の原因を特定して解消

款 10 項 1 目 2

16,500
　老朽化が進む路線バス兼用スクールバスの適切な車両管理を図
るとともに、町民や児童・生徒の移動手段を確保するため、車両

を更新します。

＊スクールバス１台

款 10 項 1 目 2

款 10 項 1 目 3

3,656
　町内で唯一の高等学校である県立浜坂高等学校において、町の

将来を担う人材を育成するため、学力向上の取組や地域貢献、就

業体験事業などの地域の教育力を活用した特色ある取組に対して

支援を行います。

　台湾への修学旅行に対して、費用の一部を支援するとともに、
支援員の配置を行い、中高連携はもとより、地域や小学校との連
携強化を図ります。

款 10 項 1 目 3

4,193

　適応指導教室の機能を拡充し、不登校、発達障害等により支援

を要する子どもの健やかな成長と社会的自立を促すことのできる

居場所の提供及び相談事業を目的として「教育支援センター」を

運営します。

＊開設場所：浜坂子育て支援センター内

＊開設日時：月曜日～金曜日（午前９時～午後３時）

款 10 項 1 目 3

1,183

 　学校内において図書室を中心に読書環境を整備するとともに、　

授業での図書の活用などを通じて児童・生徒が読書に慣れ親しむ

習慣を醸成するため、図書館司書を配置します。

＊配置方法：２校を指定校とし、図書館司書１名を配置

款 10 項 1 目 2

款 10 項 2 目 1

款 10 項 3 目 1

22,345

　グローバル化の進展の中、町の将来を担う人材を育成するため

小・中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、英語によるコ

ミュニケーション能力の育成を図ります。

＊浜坂北小学校　１名　　温泉小学校　　１名

＊浜坂中学校　　１名　　夢が丘中学校　１名

（継続）

こども教育課

教育振興費 所管 こども教育課

こども教育課

所管

こども教育課

こども教育課

教育支援センター運営事業

（継続）

学校図書館司書配置事業

所管

学校管理費

事務局費 所管

教育振興費

県立浜坂高等学校支援事業

スクールバス購入事業

（継続）

小・中学校外国語指導助手（ＡＬＴ）配置事業

（継続）

こども教育課

事務局費

（継続）

所管

こども教育課

教育振興費

GIGAスクール構想支援体制整備事業

こども教育課

学校管理費

所管

所管

（継続）

事務局費

こども教育課

事務局費

所管

所管
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（２）教育の充実 款 10 項 2 目 1

2,560

【環境体験事業：小学校３年生】

　自然体験活動を通して、自然の大切さ、命の大切さ、命のつな

がり、美しさに感動する豊かな心を醸成します。

＊対象：６小学校（６クラス）

【自然学校推進事業：小学校５年生】

　学びの場を教室から豊かな自然の中へと移し、人や自然とのふ

れあい、地域社会への理解を深めることで、心身ともに調和のと

れた健全な児童の育成を図ります。

＊対象：６小学校（６クラス）　８０名(４泊５日)

款 10 項 2 目 1

999

　グローバル化等、急速に変化する時代に対応する人材を育成す

るため、令和８年度から小学校２年生に加え、新たに認定こども

園、小学校１年生を対象とした演劇的手法を用いたコミュニケー

ション教育ワークショップを実施し、「自制心」「協働性」「自

己効力感」などの「非認知的能力」の育成を図りながら、多様な

他者とともに未来を切り拓く力を育みます。

款 10 項 2 目 1

款 10 項 3 目 1

37,119

　特別支援学級に児童・生徒が複数在籍する学校への支援として

町単独で特別支援指導補助員を配置し、一人一人の実態に即した

効果的な指導を行い、個々の持てる力を高め、生活や学習上の困

難の改善を図ります。

　＊配置人員：小学校８名　中学校２名

款 10 項 2 目 1

款 10 項 3 目 1

54,825

　注意力を維持することが困難であったり、多動性や衝動性を抱

えたりするなど支援が必要な児童・生徒が複数在籍する学校へ、

町単独で教育活動支援員を配置し、一人一人の実態に即した効果

的な指導を行い、課題解決を図ります。

　＊配置人員：小学校13名　中学校６名

款 10 項 2 目 1

款 10 項 3 目 1

14,898

　小・中学校に不登校児童生徒支援員を配置し、不登校及び

不登校傾向にある児童・生徒の支援を行います。

　また、令和８年度から小・中学校全校へ支援員を配置し、より

きめ細かな対応ができる体制を整備します。

＊配置人員：小学校６名　中学校２名

款 10 項 2 目 1

款 10 項 3 目 1

6,203
　各小・中学校にスクール・サポート・スタッフを配置し、教職

員が行う業務の一部を補助し、教職員の業務の負担軽減を図りま

す。

＊配置人員：小学校６名　中学校２名

こども教育課

こども教育課

こども教育課

こども教育課

こども教育課

（継続）

所管

所管

所管

（拡充）

（拡充）

コミュニケーション能力育成事業

所管

（継続）

（継続）

学校管理費

環境体験・自然学校推進事業

学校管理費

学校管理費 所管

（継続）

所管

教育活動支援員配置事業

こども教育課

不登校児童生徒支援員配置事業

所管学校管理費

学校管理費

特別支援指導補助員配置事業

こども教育課

学校管理費

学校管理費

こども教育課

スクール・サポート・スタッフ配置事業

所管

所管

こども教育課

こども教育課

学校管理費

学校管理費

学校管理費 所管
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（２）教育の充実 款 10 項 3 目 1

3,647

　中学校にスクールソーシャルワーカーを配置し、福祉の専門家

として、複雑化・多様化した児童・生徒がおかれた環境への働き

かけや関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整、学校内

におけるチーム体制の構築・支援などを行い、児童・生徒を取り

巻く環境の改善を図り、不登校・問題行動等の防止を支援します。

款 10 項 3 目 1

750

　中学校２年生が職場体験や社会体験を通じて地域に学び、とも
に生きる心や感謝の心を育み、自立性を高めるなど、「生きる力」

の育成を図ります。

＊対象：２中学校（３クラス）　70名（５日間）

款 3 項 2 目 3

款 10 項 2 目 1

款 10 項 3 目 1

7,621

　大庭認定こども園を除く町立学校園の照明を蛍光灯からＬＥＤ

照明に改修することで、電力量削減、蛍光灯の製造・輸出入禁止

への対応及び照度向上による教育環境の充実を図ります。

＊対象：町立学校園

 　　　（認定こども園 ２園、小学校 ６校、中学校 ２校）

款 10 項 4 目 2

4,485

　小・中学校に地域学校協働活動推進員を配置し、地域学校協働

活動の充実をはじめ、個別の教育支援活動の充実、統合化・ネッ

トワーク化を図り、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支

えていく教育活動を積極的に推進します。

　　＊学校支援地域本部事業 

　　＊放課後等支援活動
　　（浜坂少年少女音楽隊活動、子ども教室チャレンジ教室）  
　　＊土曜日の教育活動(学習支援事業）        

款 10 項 5 目 2

49,001

　安心・安全を第一に考え、学校給食センターの安定的かつ効率

的な運営を図るとともに、地産地消を進め、地域とつながるおい

しい学校給食の提供と食物アレルギー対応や食育の推進に努めま

す。

　食材費高騰により１食当たりの単価を20円増額する一方で、引

き続き、児童・生徒の給食費を免除することで、保護者の負担を

軽減し、子育て世帯を支援します。
令和８年度から国の小学生給食費無償化事業を活用します。

　※予算額は給食費免除相当額　49,001千円

（３）青少年の健全育成 款 10 項 4 目 2

1,563

　学校と家庭・地域が連携し、青少年の異年齢交流、異世代交流

活動を実施することで、思いやりのある心豊かな創造性や積極的

な社会参加の意欲を培います。

　また、地域において子どもが安心・安全に過ごせる環境づくり

に努めます。

＊新温泉町青少年育成町民大会、講演会、研修会等

こども教育課

認定こども園費

学校管理費

社会教育振興費

（新規）

所管
所管

所管

所管

（継続）

（継続）

こども教育課学校管理費
学校管理費

生涯教育課

こども教育課・学校給食センター

生涯教育課

青少年健全育成推進事業

こども教育課

学校給食費無償化事業

社会教育振興費

学校園照明ＬＥＤ化改修事業

所管

（継続）

所管

所管

（継続）

（継続）

学校給食費

学校を核とした地域連携促進事業

トライやる・ウィーク推進事業

スクールソーシャルワーカー配置事業

こども教育課

所管 こども教育課学校管理費
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（３）青少年の健全育成 款 10 項 4 目 2

5,236

　豊かな可能性を秘めた青少年の健全育成を図るため、家庭・学

校・地域・行政が連携し、地域におけるスポーツを通した青少年

活動の活性化及び青少年と地域とのふれあいを深める機会として

実施します。

＊ふれあいビーチサッカー教室・大会等

　開 催 日：令和８年８月29日(土)・30日(日)

＊ふれあいバスケットボール教室・大会等

　開 催 日：未定

（４）生涯学習の推進 款 10 項 4 目 4

款 10 項 4 目 4

4,478

　町民が自己啓発や生活の充実と向上を目指すため、一年を通じ

て子どもから高齢者を対象に様々な講座を開設し、町民の生涯学

習を推進します。

＊浜坂・温泉公民館

 　　各教養学習教室　宇都野学園・とちのみ学園事業等

款 10 項 4 目 4

1,036

　少子高齢化が進む中、住民が暮らしやすいと感じる地域とする
ことを目的に、地域コミュニティ活動の拠点としての公民館の利

便性の向上を図るため、公民館あり方検討委員会を設置し、検討

を行います。

款 10 項 4 目 6

436

　町民にとって図書館をより身近な生涯学習施設として利用して
いただくため、各種イベントや活動を行うとともに、読書指導リ

ーダーの育成を図ります。

　また、読書推進活動としてビブリオバトルなど年代を越えて多

くの人が本を通じて交流できるイベントを開催します。

　＊おはなし会、大人のおはなし会、プログラミング実習室、

　　手づくり講座、本の読み聞かせ講座、図書館まつり（プロの

　　役者による絵本のワークショップと演劇、大学生連携イベン

　　ト等）

款 10 項 4 目 6

829

　但馬の図書館で唯一の移動図書館業務を一年を通して安全かつ
効率的に行い、幅広い地域で図書館に出向くことが難しい園児や

小・中学生、高齢者など、より多くの町民の方々へ図書資料を提

供します。

＊町内を月に８コース　60ステーション巡回

款 10 項 4 目 4

款 10 項 4 目 6

6,544
　町民の多様なニーズに応えるため、幅広く新鮮な図書資料の充

実を図り、一人一人にきめ細やかなサービスの提供を行い、町民

により愛され親しまれる図書館づくりを進めるとともに、当館の

特色である「山岳」及び「郷土」に関する資料の収集及び寄贈図

書の整備にも努め、蔵書の充実を図ります。

　また、町民センター図書室やＪＲ浜坂駅「文ちゃん文庫」と連

携し、図書環境の充実を図ります。

所管

公民館費

加藤文太郎記念図書館

温泉公民館

生涯学習講座開設事業

所管

所管

浜坂公民館

（継続）

図書館費

公民館費

所管
図書館図書購入事業

移動図書館運営事業

加藤文太郎記念図書館

社会教育振興費 生涯教育課
青少年育成指定コミュニティスポーツ事業

所管

（継続）

所管

（継続）

公民館費

図書館費

所管

図書館イベント事業

（継続）

図書館費

加藤文太郎記念図書館

温泉公民館

（継続）

所管 浜坂公民館

（新規） 公民館あり方検討委員会事業

公民館費
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（５）スポーツの振興 款 10 項 5 目 1

2,936

　地域の誰もが生涯にわたりスポーツを気軽に楽しむことを推進

するため、町スポーツ協会をはじめ、町内の各スポーツクラブ21

や各種団体、町スポーツ推進委員会と連携を密にして、運動・ス

ポーツを通じて地域の活性化を図ります。　

款 10 項 5 目 3

17,360

　誰もが、いつでも、いつまでも気軽にスポーツを親しめるよう

に各施設の利便性を高めながら、既存施設の維持管理に努めると

ともに、指定管理事業者によるスポーツ施設の適正な管理運営を

図ります。

款 10 項 5 目 4

2,000
　町民の健康増進・健脚を競うとともに、参加者との交流による
地域活性化を図るため、第39回麒麟獅子マラソン大会を実施しま
す。

＊開 催 日：令和８年５月24日(日)

款 10 項 5 目 4

600

　当町の豊かな自然環境を活かしたビーチスポーツ事業を全国に

発信し、参加者との交流による地域活性化を図るため、ビーチバ

レー大会を実施します。

＊開 催 日：令和８年８月９日(日)

＊開催内容：ビーチバレー大会、サップ体験

（６）歴史・文化・芸術の振興 款 2 項 1 目 5

2,528

　芸術文化観光専門職大学との地域連携事業として、芸術文化・
観光などの大学資源を活用した事業や、浜坂高校生を対象とした
コミュニケーションワークショップ事業に継続して取組みます。

款 10 項 4 目 5

2,687

　第２次新温泉町総合計画を踏まえ、令和５年12月に文化庁の認

定を受けた文化財の総合的な保存・活用図る「新温泉町文化財保

存活用地域計画」の具体的措置事業に取組みます。

　また、町民への文化財保存活用地域計画の周知を図ります。

　＊照来地区仏像調査実施事業（継続）

　＊文化財啓発(解説看板の設置・体験教室)事業

　＊文化財保護協力員活動事業

  ＊文化財ボランティア登録制度事業（新規）

款 10 項 4 目 5

3,056

　新温泉町が所蔵する文化財や美術品、また町内に所在する文化

財の収蔵・保存・整理・研究・活用を図るとともに、味原川地区

の歴史や文化の伝承拠点施設として、新温泉町のまちづくりを推

進します。

・文化財の所蔵・収集・調査・研究・活用

・収蔵品燻蒸作業

新温泉町文化財センター運営事業

新温泉町文化財保存活用地域計画事業（継続）

（継続）

（継続）

文化財保護費

生涯教育課文化財保護費 所管

（継続） 専門職大学地域連携事業

所管

ビーチフェスタ事業

（継続）

企画費

保健体育振興費 所管

企画課

生涯教育課

スポーツ活動推進事業

麒麟獅子マラソン大会事業

保険体育施設費

保健体育総務費

所管

所管 生涯教育課

（継続） 体育施設管理運営事業

所管 生涯教育課

生涯教育課

保健体育振興費 生涯教育課

所管

（継続）
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（６）歴史・文化・芸術の振興 款 10 項 4 目 7

4,100

　「前田純孝」「宇野雪村」をはじめとした郷土の先人を顕彰す

るため、第27回宇野雪村賞全国書道展・前田純孝学生短歌コンク

―ル、第32回「前田純孝賞」学生短歌コンク―ル、偉人マンガ制

作事業を実施します。

　また、書道において、共催事業として町内の小中学生を対象と

した第24回新温泉町宇野雪村顕彰書写作品展の作品募集とその入

賞作品展や書道(前衛・書写)教室を開催するほか、短歌について

も歌人を講師に招き中学生を対象に講演会を行います。

款 10 項 4 目 7

170

　町民の郷土の先人、歴史・文化への関心を高めるとともに、新

温泉町の人づくり、まちづくりに寄与するため、「先人顕彰展」

「絵画展」「写真展」「書道展」など、各種展示会を開催します。

款 10 項 5 目 5

14,746

　新温泉町の文化芸術の発信拠点として、子どもから大人まで楽

しむことが出来るイベントを開催します。

　また、夢ホールステージオペレーターを養成するとともに、夢

ホールの適切な管理を行います。

【令和８年度開催イベント】

　＊クラシックパーク

　＊パントマイム公演

　＊豊岡演劇祭

　＊悠久の自然アラスカ（朗読）公演

　＊大学生コラボ事業

　＊風間杜夫の落語会

（継続）

（継続）

先人記念館費 所管

（継続） 夢ホール自主事業

「郷土の先人」顕彰事業

生涯教育課

文化体育館費 所管 温泉公民館

所管

展示啓発事業

先人記念館費

生涯教育課

23



３．みんなで支えあう絆のあるまち
（単位：千円）

予算額

（１）健康づくりの推進 款 3 項 1 目 9

12,000

　保健福祉センター前町道の混雑の緩和を目的に駐車場を整備す

るため、令和８年度は、隣接する用地の取得を行います。

（令和９年度に駐車場整備工事を予定）

款 3 項 1 目 11

款 4 項 1 目 1

2,087

　75歳以上の高齢者に保健事業と介護予防の事業を一体的に実施

し、健康寿命の延伸を図ります。

＊地域の健康課題の分析・対象者の把握

＊保健師の訪問による健康状態の把握や個別相談の実施

款 4 項 1 目 2

7,346

　感染症等の予防のため、町内医療機関や教育機関と連携を密に

し、感染症や予防接種の正しい知識の普及と予防接種の接種率向

上に努めます。

　令和８年度から、RSウイルス母子免疫ワクチン、高齢者高用量

インフルエンザワクチンが定期接種化となります。

【RSウイルス母子免疫ワクチン】

＊対象者　妊娠28週から37週に至るまでの者

【高用量インフルエンザワクチン】

＊対象者　75歳以上の者

款 4 項 1 目 2

728

　帯状疱疹ワクチンの任意接種に係る接種費用の負担軽減を図り、

接種を推進します。

＊対象者：定期接種以外の50歳以上の者

＊助成金額：乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

　　　　　　　１回の接種費用の1/2相当（上限２回）

　　　　　　乾燥弱毒生水痘ワクチン

　　　　　　　１回の接種費用の1/2相当（上限１回）

款 4 項 1 目 2

2,160

　子育てをする家庭への経済的負担の軽減を図ることを目的に、

冬季に流行する季節性インフルエンザの感染症対策として、生後

６か月から高校３年生までを対象に、任意予防接種となるインフ

ルエンザ予防接種の経費を助成します。

＊対 象 者：生後６か月～高校３年生相当

＊助成金額：ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ　１人１回２千円

　　　　　　　　　　　　　 （13歳未満は上限２回）

　　　　　　経鼻弱毒生ﾜｸﾁﾝ　１人１回４千円(２歳以上が対象)

保健福祉センター費 所管 健康課

予防費

予防接種事業

健康課

健康課

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

後期高齢者医療費

所管保健衛生総務費

主要施策名 事業名及び主な事業の内容

（継続）

所管

（拡充）

（継続） 保健福祉センター駐車場整備事業

予防費 所管 健康課

所管 健康課

（継続） 帯状疱疹予防接種費用助成

（継続） インフルエンザ予防接種費用助成事業

予防費 所管 健康課
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（１）健康づくりの推進 款 4 項 1 目 4

28,334

　地域・職域等と連携し、特定基本健康診査や各種がん検診（乳

がん・子宮がん・肺がん・胃がん・大腸がん・前立腺がん）等の

受診率向上を図るとともに、継続受診勧奨及び要精検者の受診勧

奨を行い生活習慣病の予防や重症化予防に努めます。

　引き続き、39歳以下の国保加入者の健診費用を無料とし、若年

層の健診受診率の向上に努めます。

款 4 項 1 目 4

4,000

　ひきこもりの状態にある方やその家族の支援を目的に、より身

近なところで相談ができ、支援が受けられる環境づくりを進める

ため、相談事業や平日の居場所づくり事業を行います。家から出

る機会を提供することで、将来的に就職へとつなげられるよう支

援します。

款 4 項 1 目 4

200

　骨髄又は抹消血幹細胞を提供するドナーが提供に要した日数に

対して助成を行います。

＊助成金額：１日につき、２万円

（１人１回の提供に対し10日間を上限）

（２）医療環境の充実 [公立浜坂病院事業会計]

款 1 項 1 目 1

71,200

　持続可能な医療提供体制を確保するとともに、利用者へのサー

 ビスの向上を図るため、病院内の環境整備を行います。　

【令和８年度事業計画】

 　＊電気室改修　

 　＊全身用Ｘ線ＣＴ装置、一般撮影フラットパネル、耳鼻咽喉科　　

　　ユニット、心電図検査装置、厨房冷凍冷蔵庫、大腸ビデオス

　　コープ

（３）地域福祉力の向上 款 3 項 1 目 1

4,675

　地域内の要援護者等の見守り、相互の連携を深め、町民の立場

に立った相談・支援活動等を強化するため、民生委員児童委員協

議会の活動に対して助成します。

＊委員数　53名　（浜坂地域　28名　温泉地域　25名）

[介護保険事業特別会計]

款 4 項 3 目 2

1,476

　成年後見制度や日常生活での支援がスムーズに受けられるよう、

中核機関である権利擁護支援体制あり方検討委員会の機能強化に

取り組みます。

　高齢者虐待の未然防止と早期発見・早期対応のため、関係機関

との連携強化に努めます。また、広報やホームページ等での周知

や出前講座等を活用し、権利擁護の普及・啓発活動を行います。

　身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対し、関係機関

との連携を図りながら相談対応を行います。

病院建設改良費

所管社会福祉総務費

浜坂病院院内環境整備事業

所管

（継続） 民生委員活動事業

権利擁護事業

所管 福祉課

（継続）

公立浜坂病院

（継続）

（新規） 骨髄等移植ドナーに係る助成事業

健康増進費 所管 健康課

福祉課

権利擁護事業費

健康増進費

（継続） ひきこもりサポート事業

健康増進費

（継続） 各種検診（健診）事業

所管 健康課

所管 健康課
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（４）高齢者福祉の充実 款 1 項 1 目 2

17,400

　老朽化した介護用ベッドを更新し、より安全・安心な利用環境を

 整えるとともに、介護職員の負担軽減を図ります。　

　＊介護用ベッド（離床センサー付）一式

款 3 項 1 目 4

2,033

　地域で敬老思想を高め、地域コミュニティの充実を図るため、

敬老会事業に助成します。

款 3 項 1 目 4

10,911

　満75歳以上の方、満65歳以上の重度の障がい者の方、満65歳以

上で自動車運転免許を返納された方がタクシーを利用する場合に、　
その料金の一部を助成します。

 　＊1枚500円の助成券を交付

　＊年間最大24枚を交付（追加交付対象者は最大48枚交付）

　（養護老人ホーム等に入所中または、自動車の運転が可能な場

　　合を除く）

款 3 項 1 目 4

1,743

　ひとり暮らしの高齢者等が、家庭での事故や急病等の緊急を要

するときに助けを求めることができる緊急通報装置を貸与し、緊

急事態に陥ったとき、速やかに通報できるよう援助を行います。

　また、緊急通報業務に加え相談業務や定期的な安否確認を実施

します。

款 3 項 1 目 4

1,425

　要介護高齢者等の在宅生活の継続及び介護者の経済的負担軽減

を図るため、在宅で要介護状態にある市町村民税非課税世帯の高

齢者等を現に介護している家族（介護者）に、年額75,000円を上

限として紙おむつ・尿取りパッド等の介護用品の購入費を支給し

ます。

　なお、令和８年度から要介護状態の要件を「在宅の要介護４以

上相当」から「在宅の要介護３以上相当」に拡大し、在宅生活及

び介護へのさらなる支援を行います。

款 3 項 1 目 4

1,350

　高齢者の聴力低下を早期に対応することで、社会参加や地域交

流を促進して認知症やフレイルを予防することを目的として、聴

力機能低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の

購入費用を助成します。

＊対 象 者：65歳以上で聴覚障害の身体障害者手帳を持って

　　　　  　おらず両耳聴力が40dB以上かつ片耳聴力が70dB

　　　　　　未満の中等度難聴者

＊助成金額：補聴器購入費に対して最大３万円を助成

（継続）

老人福祉費

福祉課

所管

所管

介護老人保健施設

福祉課

病院建設改良費 所管

敬老祝福事業

所管

福祉課

高齢者補聴器購入助成事業

福祉課

所管

老人福祉費

緊急通報システム運営事業

介護用品支給事業（拡充）

高齢者福祉タクシー助成事業

所管

（継続）

（継続）

老人福祉費

（新規）

（継続）

老人福祉費

介護老人保健施設「ささゆり」施設内環境整備事業

福祉課

老人福祉費
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（４）高齢者福祉の充実 款 3 項 1 目 5

21,247

　県の福祉医療費助成事業に加え、町の単独助成を継続して実施
することで、対象者が安心して医療を受けられるよう福祉の充実
を図ります。

＊高齢期移行医療費の助成

[介護保険事業特別会計]

款 4 項 1 目 1

60,709

　医療・介護専門職の確保が困難となる一方で、後期高齢者人口
が増加傾向にある中、軽度認定者へのサービスでは、地域住民の
主体的な活動や地域の多様な主体の参入を促しつつ、介護予防・
日常生活支援総合事業での多様なサービスの創出に取り組みます。
　令和８年度から、高齢者の外出機会の確保及び社会参加の促進
を図るため、介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う買
い物や通院時等に係る送迎前後の付き添い支援に対して、補助を
行う訪問型移動支援サービスを実施します。

[介護保険事業特別会計]

款 4 項 2 目 1

1,118

　地域の高齢者が主体的に介護予防に取り組み、見守り支え合う

ことで、高齢になっても住み慣れた地域で自立した生活が続けら

れるよう、「いきいき百歳体操」を推進します。また、専門的人

材派遣事業を活用し、関係機関と連携しながら集い場としての機

能も維持できるよう、後方支援を継続します。

[介護保険事業特別会計]

款 4 項 3 目 1

4,320

　現役世代が減少し医療・介護専門職の確保が困難となる一方で、

後期高齢者人口・高齢世帯は増加傾向にあります。総合相談事業

の一部を町内の社会福祉法人へ委託し、地域包括支援センターと

連携しながら一人暮らし高齢者等の見守り訪問、相談対応を行い
ます。
 委託先　温泉地域：在宅介護支援センターゆむら
 　　　　浜坂地域：新温泉町社会福祉協議会

[介護保険事業特別会計]

款 4 項 3 目 7

727

　認知症は誰もがなり得ることから、認知症に対する正しい理解

が広がるよう、講演会やアルツハイマー月間等での取組により普

及・啓発を実施するとともに、認知症当事者や家族の視点を重視

し、認知症当事者の権利や意志が尊重される環境づくりに努めま

す。

　＊「認知症初期集中支援チーム」の設置による早期診断及び早
　　　期対応支援
　＊「認知症一体的支援プログラム」の取組による認知症当事者
　　　及び家族支援
　＊「認知症見守りＳＯＳネットワーク」、「認知症高齢者等個　
　　　人賠償責任保険」の取組による高齢者見守り事業及び登録
　　　事業所とのネットワーク強化
　＊医療・介護専門に特化した「認知症対応力向上研修会」の開催

（継続）

所管

認知症総合支援事業費

福祉課

いきいき百歳体操推進事業

所管

（継続）

地域支援事業費

認知症総合支援事業

所管

健康課

介護予防・生活支援事業

福祉課

福祉医療費

福祉医療費助成事業（高齢期移行医療費）

所管

（拡充）

一般介護予防事業費

福祉課地域支援事業費 所管

（継続）

福祉課

総合相談事業（継続）

27



（５）障がい者福祉の充実 款 3 項 1 目 1

528,950

【自立支援給付】

　障害者総合支援法に基づき、障がい者が生活介護など介護の支

援を受ける「介護給付」、就労継続支援など訓練等の支援を受け

る「訓練等給付」による障害福祉サービスを提供します。

　その他、自立支援医療費、補装具費の給付を行います。

【地域生活支援事業】

　障害者総合支援法に基づき、障がい者が自立した日常生活及び

社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応

じた事業を展開します。訪問入浴などのサービスや生活訓練、日

常生活用具の給付等を行います。

　障がい者等に、通所による創作活動及び生活活動の機会を提供

し、地域生活支援の促進を図るため、地域活動支援センターのぎ

く等に運営費の一部を補助し、生産活動、訓練作業の支援を行い

ます。

款 3 項 1 目 1

803

　聴覚、音声機能及び言語機能に障がいのある方の日常生活にお

ける意思疎通の向上を図るため、必要な手話語彙及び手話表現技

術を習得した手話奉仕員を養成します。

款 3 項 1 目 1

30,732

　グループホームの新規開設を促進し、地域における障がい者の

自立した生活と地域移行の推進を図るため、グループホームを新

たに開設する事業者に対し、開設に要する経費の一部を助成しま

す。

款 3 項 1 目 5

25,995

　県の福祉医療費助成事業に加え、町の単独助成を継続して実施

することで、対象者が安心して医療を受けられるよう福祉の充実

を図ります。
＊重度障がい者医療費、高齢重度障がい者医療費の助成

（継続） 福祉医療費助成事業（障がい者医療費）

福祉医療費 所管 健康課

手話奉仕員養成事業

所管

障がい者支援事業

社会福祉総務費

社会福祉総務費

福祉課

福祉課

社会福祉総務費

（継続） グループホーム等新規開設事業

（継続）

所管

（継続）

所管

福祉課

28



４．安全で住みやすい環境の整ったまち
（単位：千円）

予算額

（１）消防・防災の推進 款 8 項 3 目 3

37,000

　急傾斜地の崩壊による災害から町民の生命・財産を守るため、

県とともに崩壊対策事業を積極的に推進します。

　 ＊継続：６地区

款 8 項 5 目 1

6,915

　建築物の地震に対する安全性の向上を図るため、町内に存する

住宅の所有者が実施する耐震診断及び耐震改修工事に係る経費の

 一部を補助します。

　＊簡易耐震診断：10戸

　＊耐震改修補助：１戸

　＊簡易耐震改修補助：１戸

　＊屋根軽量化補助：１戸

　＊シェルター型補助：１戸

　＊パッケージ型補助：１戸（新規）

　＊建替補助：１戸（新規）

　＊防災ベッド補助：１戸（新規）

款 8 項 5 目 1

7,543

　土砂災害から居住者の生命・財産を守るため、土砂災害等の危

険区域にある住宅の移転等に係る経費の一部を助成します。

＊住宅等移転：１戸

＊除　　　却：１戸

款 9 項 1 目 1

350,766

　美方郡広域事務組合に拠出し、火事や救急時等における常備消

 防組織を維持することで住民の安心・安全を図ります。　

　令和８年度は、連絡車の整備を行います。

款 9 項 1 目 2

100

　消防団員の確保及び団員の円滑かつ迅速な消防活動の推進を図

るため、準中型自動車免許・中型自動車免許・ＡＴ限定解除を必

要とする団員を対象に、その免許取得にかかる費用の一部を助成

します。

款 9 項 1 目 3

1,175

　地震、水害等の発生時にスマートフォンの機能やホームページ

を活用して、直接、災害情報や避難情報などの緊急情報を発信す

るシステムを緊急速報メ－ルと連動させて運営します。

款 9 項 1 目 3

27,500

　火災から住民の生命・財産を守るため、火災が発生した際の消

防水利となる防火水槽の整備を行い、地域防災力の強化を図りま

 す。　
　整備地区：熊谷地区

消防施設費 所管 町民安全課・危機管理室

（新規）

（継続）

（拡充）

建設課

美方広域消防本部負担金

町民安全課・危機管理室

住宅管理費

町民安全課・危機管理室

町民安全課・危機管理室

ひょうご防災ネット運営事業

主要施策名 事業名及び主な事業の内容

建設課

住宅管理費 所管 建設課

所管

急傾斜地崩壊対策事業

砂防費

（継続）

所管

常備消防費

消防団員自動車運転免許取得支援事業

所管

防火水槽整備事業

耐震診断・耐震改修促進事業

（継続）

（継続）

土砂災害対策支援事業

非常備消防費 所管

消防施設費

所管

（継続）
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（１）消防・防災の推進 款 9 項 1 目 3

6,468

　火災から住民の生命・財産を守るため、老朽化した消防団の小

型動力ポンプを更新し、設備の充実を図ります。

　＊更新ポンプ：第７分団 三谷部・第９分団 新市部

款 9 項 1 目 3

1,976

　能登半島地震で顕在化した課題等を踏まえ、応急時における県

及び市町の災害対策の実効性を高めるため、家屋被害認定調査業

務、罹災証明書発行業務等について、公平性、効率性、迅速性の

観点から、被災者生活再建支援業務の適正な運用を確保します。　

　＊被災者生活再建支援システム導入（県下統一システム)

款 9 項 1 目 5

1,156

　災害発生時における応急活動を円滑に行うため、自主防災組織

等が実施する防災・消火訓練に対し、活動交付金を交付します。

＊普及活動１地区：１万円＋参加世帯数×100円

＊個別避難計画作成１地区：(初回)５万円、(更新)1.5万円

款 9 項 1 目 2

款 9 項 1 目 5

6,997

　災害時における被災者の生活必需品を補完するため、食料品や

生活用品、資機材などの防災用備品・備蓄品の整備、充実を図り

ます。

　＊防災用備品・備蓄品

　　・非常食、保存水、ミルク、毛布、せっけん、簡易ベッド、

　　　防災ルーム、はこベッド

　＊消防用器具

　　・消防ホース、ディスクストレーナー、分水器、ジェットシ　

　 ューター

款 9 項 1 目 5

300

　地域防災力の向上と活性化を図るため、防災リーダー等の資格

取得にかかる費用の一部を助成します。

＊助成金額：資格取得に係る費用（上限：30,000円）

（２）道路網の整備 款 8 項 2 目 1

243,653

　町が管理する道路を安心・安全に利用していただくため、道路

施設や付属物等の点検を実施し、計画的に管理・修繕を行います。

【令和８年度事業計画】

＊釜屋橋迂回路整備工事

＊長谷橋等橋梁修繕工事

＊済谷橋等橋梁補修設計業務

＊道路橋定期点検業務

＊町道前田向林線等法面修繕工事

＊桃観トンネル補修設計業務

（継続）

町民安全課・危機管理室

災害対策費

災害対策費 町民安全課・危機管理室

道路施設長寿命化事業

町民安全課・危機管理室

所管

所管

消防施設費 所管

所管

非常備消防費

（継続）

（新規） 被災者生活再建支援システム導入事業

（継続）

（継続） 消防団車両・小型動力ポンプ更新事業

所管 町民安全課・危機管理室

所管

自主防災組織活動支援事業

消防施設費 所管 町民安全課・危機管理室

防災用備品・備蓄品等整備事業

（継続）

道路橋りょう維持費

災害対策費 町民安全課・危機管理室

ひょうご防災リーダー等育成支援事業

建設課
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（２）道路網の整備 款 8 項 2 目 2

133,178

　町民の生活基盤である町道の整備拡充を図ります。

＊工　事　：町道第二池田線外４路線等道路改良工事

町道丹土中辻線等舗装改良工事

＊委　託　：町道第二池田線外４路線等用地測量等業務

＊土地購入：町道第二池田線外４路線等用地費

＊負担金　：浜坂踏切拡幅事業

款 11 項 2 目 1

61,424

　地すべり災害により道路及び道路構造物にひび割れ等が発生し

地山崩落の危険があるため通行止めとなっている町道久谷桃観線

（旧国道178号）において、県代行により災害復旧工事を実施し、

早期の復旧を目指します。

（３）交通・移動手段の充実 款 2 項 1 目 5

4,289

　但馬空港の利用促進を図るため、町民等が但馬～大阪間の航空

機を利用する際の航空運賃を助成するとともに、町内の小学校

４年生を対象とした航空機利用による社会施設見学の旅に対して、

航空運賃を助成します。

款 2 項 1 目 5

2,874

　ＪＲ山陰本線における今後の鉄道運行の持続的な確保と利便性　

の向上を図るため、町民の鉄道利用の増加、路線維持に対する意　

識の高揚を目的とする事業を実施します。

　令和８年度は、特急はまかぜ利用助成や浜坂駅ペイ事業、職員

出張時の鉄道利用をさらに促進するなど、引き続き浜坂駅を中心

 とした利用促進事業を実施します。

款 2 項 1 目 5

159,203

　高齢者や障害のある方、通勤・通学者など、自家用自動車での

移動が困難な町民や来訪者等の移動手段を継続的に維持・確保す

るため、町主体の自主運行バスである町民バスを運行します。

　また、浜坂高校を支援するため、引き続き、浜坂高校生徒の町

民バス通学定期券の購入に係る費用を減額します。

＊負担率：通常の通学定期券の１/４負担

款 2 項 1 目 5

819

　公共交通機関が運行されていない地域に居住する方の移動手段

を確保し、日常生活を支援するため、町民タクシーの利用券を交

付します。

款 2 項 1 目 5

6,032

　路線バスの県全域でのキャッシュレス決済システム導入によ

り、シームレスな移動の実現と誰もが利用しやすい環境を整備

し、公共交通としての持続可能性を高めます。
　＊導入内容：町民バスの浜坂温泉線を運行するバス５台及び、
　　　　　　　全但バス(株)の八鹿湯村温泉線を運行するバス

　　　　　　　４台の計９台へ導入予定

（継続）

（継続）

企画費 所管

建設課

公共土木施設災害復旧費

町道久谷桃観線災害復旧事業

道路改良事業

企画費

航空機利用助成金事業

所管

企画課

所管

所管

JR山陰本線利用促進事業

企画課

道路改良事業

所管企画費

企画課

町民タクシー運行事業

所管

企画課

所管企画費

企画課

町民バス運行事業

（新規） 交通系IC導入事業

企画費

（継続）

建設課

（継続）

（継続）

（継続）
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（３）交通・移動手段の充実 款 2 項 1 目 5

784

　基幹路線における町民バス運行を維持するとともにAIなどの新

技術の活用、ライドシェアなど新たな交通手段を検討し、但馬地

域公共交通及び鳥取県東部地域公共交通との広域連携を視野に入

れた総合的な交通政策の再構築を図ります。

　令和８年度はアドバイザーを拡充し協議を活性化させ、最適な

交通体系のあり方についての検討を一層推進します。

（４）交通安全・防犯対策の充実 款 2 項 1 目 7

款 2 項 1 目 7

9,260

【 町民安全課 】

　正しい交通ルールやマナーを身につけてもらうため、警察や交

通安全協会と連携し、交通安全啓発活動を実施します。

【 建設課 】

　歩行者と運転者の安全を確保するため、外側線の補修、危険箇

所へ反射鏡、ガードレールの設置、また通学路の安全対策として

グリーンベルトを舗設するなど交通安全施設の整備及び修繕を進

めます。

款 2 項 1 目 7

69

　高齢者が運転免許証を自主返納等しやすい環境を整えるため、

運転経歴証明書の申請に係る費用を助成します。

＊助成金額：申請費用（上限：1,250円）

款 2 項 1 目 8

1,782

　警察や防犯協会などと連携し、防犯意識の高揚に向けた啓発活

動や防犯情報の提供を進めるとともに、パトロールなど地域の自

 主的な防犯活動を支援します。

　また、人権推進の町として犯罪被害者の視点に立ち、犯罪被害
者等へ支援金を支給します。

款 2 項 1 目 8

420

　防犯カメラの設置に係る費用の一部を助成し、地域の防犯体制

の強化を図ることで、安心・安全なまちづくりを推進します。

＊助成金額：設置に係る費用の7/10（上限 140,000円）

（５）上下水道の整備 [水道事業会計]

款 1 項 1 目 1

62,400

　ポンプや滅菌器、遠方監視装置などの老朽化した浄水設備を計

画的に更新し、施設の強靭化を図ります。これにより、災害時で

も途切れることのない、安全で安定した水の供給体制の維持に努

めます。

[水道事業会計]

款 1 項 1 目 2

105,000

　老朽化した配水管等の計画的な更新により、災害リスクの低減

と、安定した給水体制の維持に努めます。

（継続） 水道施設設備更新事業

交通安全対策事業費 町民安全課・危機管理室

所管

（継続） 防犯対策事業

所管

（継続）

交通安全対策事業

交通安全対策事業費

（継続）

町民安全課・危機管理室

所管

交通安全対策事業費

所管

建設課

企画費

（継続）

防犯カメラ設置補助事業

上下水道課

水道管路耐震化事業

町民安全課・危機管理室諸費

所管 企画課

（継続）

建設改良費

所管

町民安全課・危機管理室

高齢者運転免許証自主返納等支援事業

諸費

原水及び給水施設費 所管 上下水道課

所管

（拡充） 交通政策研究事業
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（５）上下水道の整備 [水道事業会計]

款 1 項 1 目 2

20,800

　建設から年月が経過し老朽化した浄水場の耐震診断を実施し、

その結果に基づいた計画的な施設更新を推進します。あわせて災

害時における対応力を強化することで、いかなる時も水道水の安

定供給を図ります。

[下水道事業会計]

款 1 項 1 目 1

28,200

　施設の最適化・長寿命化を図り、良質な下水道サービス提供の

持続性を確保するため、新温泉町ストックマネジメント計画に基

づき、処理場（監視装置設備等）及びマンホール設備（ポンプ本

体等）の改築（更新・長寿命化対策）を実施します。

　なお、ストックマネジメント計画は５年毎に見直します。

[下水道事業会計]

款 1 項 1 目 1

63,000

　施設の最適化・長寿命化を図り、良質な下水道サービス提供の

持続性を確保するため、処理場及びマンホール設備の改築を実施
します。

[下水道事業会計]

款 1 項 1 目 1

78,000

　中央浄化センターでは、新温泉町耐水化計画に基づき、大雨や

洪水に備えるため、施設の耐水化工事を実施します。

[下水道事業会計]

款 1 項 1 目 1

31,000

　老朽化した複数の下水道処理施設を集約・統合し、効率的な汚

水処理体制を構築します。また、施設の集約により、将来の維持

管理コストの削減と経営の健全化を図るとともに、安定した排水

処理を維持します。

（６）市街地の整備 款 8 項 4 目 1

80,000

　浜坂駅前周辺の整備を行い、賑わいの創出と地域の活性化を図

ります。

　【令和８年度】

　　・詳細設計、用地買収

　【令和９年度以降】

　　・詳細設計、本工事

款 8 項 4 目 4

40,373

　都市計画道路浜坂駅港湾線の整備事業に県とともに取り組み、

地域の活性化と歩行者の安全性の向上を図ります。

＊都市計画道路浜坂駅港湾線街路事業（公共・県単）負担金

（継続） 処理場・管渠設備改築事業

建設改良費 所管 上下水道課

（継続） 下水道施設統廃合事業

建設改良費 所管 上下水道課

建設改良費

下水道施設浸水対策事業（特環）

所管 上下水道課

浜坂駅前整備事業

上下水道課

（継続） 街路事業（浜坂駅港湾線整備）

街路事業費 所管 建設課

（継続）

都市計画総務費 所管 建設課

（継続）

建設改良費 所管

建設改良費 所管 上下水道課

（継続） 水道施設耐震診断事業

（継続） 下水道ストックマネジメント事業（公共・特環）
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５．自然と調和して心地よく暮らせるまち
（単位：千円）

予算額

（１）自然環境の保全 款 6 項 1 目 3

51,716

【農地維持支払及び資源向上（共同）】

　農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同

活動に対する支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進しま

す。

＊取組活動組織：38 組織

＊交付単価：田 4,800円　畑 3,080円

＊交付金負担割合：国2/4　県1/4　町1/4

【資源向上（長寿命化）】

　集落を農地・農業用水等の資源保全管理活動を行う主体と位置

付け、水路、農道路肩、ため池の補修や農道舗装の更新等、施設

の長寿命化のための活動を支援します。

＊取組活動組織：35 組織

＊交付単価：田 4,400円　畑 2,000円

＊交付金負担割合：国2/4　県1/4　町1/4

款 6 項 1 目 7

　異常気象による災害リスクが高まる中、農業の持続的な発展を 2,000

促しながら、適切な長寿命化対策や防災・減災対策を実施するこ

とで、農業用施設を健全に維持し、町内の農業用ため池における

被害の発生の未然防止を図ります。

＊実施内容：ため池廃止事業

＊工　　事：竹田地区(初峰池）2,000千円

＊負 担 率：国100％

款 6 項 2 目 2

　森林の多面的機能を高度発揮させるため、間伐が必要な人工林 8,700

について公的関与を充実させ、間伐及び作業道開設を支援し、森

林管理の徹底を図ります。

＊対象森林　：スギ・ヒノキの人工林、材齢26～60年生
＊補 助 率　：造林事業（国51％、県17％）の補助残（32％）

について、「森林管理100％作戦」推進事業
により実施します。

＊除 間 伐　：Ａ=65ha
＊作業道開設：Ｌ=5,100ｍ

款 6 項 2 目 2

23,375

　森林環境譲与税を活用して、間伐や路網などの森林整備を進め

森林の有する機能を高め、災害の防止や水源涵養に努めるととも

に、森林整備の効率化や木材を有効に活用するための各事業につ

いて支援を行います。

＊条件不利地間伐推進事業：27ha

＊新温泉町スマート林業及び高性能林業機械導入更新支援事業

＊森林環境保全事業

＊森林資源活用事業

＊森林境界明確化事業

農林水産課

森林管理100％作戦推進事業

林業振興費

（継続）

主要施策名 事業名及び主な事業の内容

農業振興費 所管 農林水産課

農林水産課

所管 農林水産課土地改良費

所管

（継続） 多面的機能支払事業

林業振興費

（継続） 農村地域防災減災事業

森林経営管理事業

所管

（継続）
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（１）自然環境の保全 款 6 項 2 目 2

246

　令和６年度に策定した「新温泉町森林・林業ビジョン」の推進

のため、基本方針に基づく具体的な行動計画（アクションプラン）

の策定と進捗管理を図る森林ビジョン推進委員会を運営します。

款 6 項 3 目 3

17,200

　海岸環境の景観維持、美化保全を図るため、海岸の美化清掃を

行います。また、浜坂漁港内にある緑地帯等の維持管理を行い、

景観の美化を図ります。

（２）生活環境の充実 款 7 項 1 目 2

15,500

　過疎化による人口減少を抑制し、町内の若者の定住促進及び本

町へのＵ・Ｉ・Ｊターンの住宅支援を図るため、町内で新たに住

宅を購入する、又は増改築を行う費用の一部を助成します。また、

転入者かつ子育て世帯の場合は助成を拡充し、子育て世帯の支援

を行うとともに、定住人口の確保に併せて、町内の住宅関連産業

の振興を図ります。

＊対象年齢：満45歳未満（転入者は年齢不問）

＊対象工事：[新築及び購入] 500万円超

　　　　　　[改修]　　　　　50万円超

＊助成金額：費用の1/10（上限50万円）
　　　　　　子育て世帯：費用の1/5（上限100万円）

款 7 項 1 目 2

750

　結婚後３年未満の夫婦（一方が40歳未満）世帯又は40歳未満の

 転入者に民間賃貸住宅の家賃を助成し、移住・定住の促進を図り　

ます。

 ＊助成金額：家賃から3.5万円を差し引いた額(上限月額１万円)
＊条　　件：婚姻又は転入後３年までの間に通算２年分補助

款 7 項 1 目 2

11,830

　新温泉町「空き家バンク」に登録している又は登録予定の空き

家のリフォームに係る費用の一部、家財道具処分に係る費用の一

部を助成します。また、空き家バンクの賃貸物件を充実させるた

め、賃貸物件として登録し、又は登録予定の空き家のリフォーム

について助成し、空き家を再生することで、移住定住の促進を図

ります。

【空き家リフォーム助成金】

＊助成金額：①リフォーム費用

　・費用の1/10（上限50万円）

　・空き家バンクに「賃貸」として登録又は登録

　　予定の場合　費用の1/2（上限100万円）

　　　　　　②家財道具処分費用

　　　　　　　・費用の1/2（上限10万円）

＊条    件：町内に本店等を有する業者を利用しての施工

【空き家特定調査事業】（継続）

　・空き家等対策計画の策定

【空き家バンク情報管理システム構築事業】（新規）

　・空き家バンクの登録等の事務作業を簡略化できるようシステ

　　ムの構築

【空き家バンク運営管理事業】（新規）

　・空き家バンク関係の運営・管理を外部業者へ委託

商工振興費

空き家利活用事業

所管 商工観光課

（継続）

（継続）

農林水産課所管

海岸・漁港環境保全事業

漁港管理費

農林水産課

森林・林業ビジョン推進事業

林業振興費

（拡充）

（継続）

所管

（継続） 定住促進住宅取得助成金事業

商工振興費 商工観光課所管

民間賃貸住宅家賃助成金事業

所管商工振興費 商工観光課
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（２）生活環境の充実 款 7 項 1 目 2

3,000

　町内に所在する一定期間以上流通していない空き家の流通を促

進するため、空き家の家財道具等の処分に要する経費の一部を町

と連携協定を結んだ不動産事業者等に補助します。

＊対　象　者　：町と連携協定を結んだ不動産事業者等

＊対象建築物　：①空き家期間が３年以上であるもの

　　　　　　　　②流通に供されるもの

　　　　　　　　（空き家バンクへ登録されるもの）

＊補助対象経費：家財道具、仏壇等の処分に要する経費

　　　　　　　　（事業者に依頼した経費のみが対象）

＊補助率及び上限：補助対象経費の１/２（上限20万円）

款 7 項 1 目 2

1,191

　新温泉町に移住を希望している方又は地域活性化に関わる活動

をする方に、新温泉町での田舎暮らしを体験する生活拠点として、

又は活動拠点としてもらうため、賃貸住宅を運営し、町内への定

住促進等を図ります。

＊月額貸付料：25,000円（光熱水費別）　

款 8 項 5 目 1

8,050

　安全安心な生活環境を確保するため、空き家等対策計画に基づ

き空き家の適切な管理を推進し、倒壊等のおそれがある老朽危険

空き家の除却に係る費用の一部を助成します。

　また、所有者不明空き家の発生を防止するため、空き家等相続

登記及び空き家除却による更地化に係る費用について一部を助成

します。

　【老朽危険空き家除却支援事業】

　　＊助成金額：対象費用の2/3（上限100万円）

　【空き家除却支援事業】
　　＊助成金額：対象費用の1/3（上限50万円）
　【空き家等相続登記支援事業】

 ＊助成金額：対象費用の1/3（上限５万円）

款 8 項 5 目 1

56,000

　子育て世帯や若者夫婦世帯、単身女性の居住の選択肢を広げ、

移住・定住による人口の増加を図るため、民間事業者が建築する

民間集合賃貸住宅等の建築費の一部を助成します。

　令和８年度から、補助上限額を１戸当たり100万円増額する等の

制度見直しを行い、事業実施促進を図ります。

　　＊補助金額：対象費用の1/3（上限400万円/戸）

　　　　　　　　※単身女性専用住宅は上限500万円/戸

（３）循環型社会の形成 款 2 項 1 目 5

4,603

　環境にやさしいまちづくりと循環型まちづくりによる地域活性

化をめざし、再生可能エネルギーの普及推進を図ります。

　2050年ゼロカーボンを目指し、再生可能エネルギーの導入に関

して広域連携を図り機運醸成を進めます。

　　＊再生可能エネルギー導入促進事業補助

　　＊自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助補助

商工観光課

（新規） 空き家流通促進支援事業

所管

脱炭素化推進事業

企画費 企画課

（拡充） 民間集合賃貸住宅等建築費補助事業

（継続）

空き家等対策事業（継続）

住宅管理費 所管

商工観光課

（継続） いなか暮らし体験住宅運営事業

商工振興費

商工振興費 所管

所管

建設課住宅管理費 所管

建設課
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（３）循環型社会の形成 款 4 項 1 目 3

1,278

　海外から漂着したごみやその他漂着ごみが継続的に堆積し、景

観悪化と漁業への悪影響が生じているため、回収・処分等を行い

景観保全に取り組みます。

款 4 項 2 目 1

2,076

　ごみの減量及び資源の有効利用と地域活動の活性化を図るため、

各地区及び各種団体等が行う資源ごみ集団回収運動に対し奨励金

を交付します。令和８年度から、奨励金の額や対象品の見直しを

行い、資源ごみ集団回収に取り組む各地区及び各種団体等への支

援の充実を図ります。

　＊奨励金の額：紙類 5円/㎏・布類 4円/㎏
　　　　　　　　・金属類(アルミ缶含む) 4円/㎏

款 4 項 2 目 1

19,976

　資源ごみの処理体制をより効率的で持続可能なものにするため、

令和９年４月から資源ごみの搬入先をクリーンパーク北但へ変更

します。搬入先変更に伴い、収集方法の変更や新しい指定ごみ袋

を作成します。これらの変更点についての住民説明会を実施します。

　また、物価高騰対策として新しい指定ごみ袋を一定量無償配布

し、家計負担の軽減と新制度への円滑な移行を図ります。

款 4 項 2 目 2

74,411

　北但行政事務組合（１市２町構成）が運営しているクリーンパ

ーク北但の運営費を拠出し、自然あふれる北但地域での循環型社

会の形成に貢献します。

（４）高度情報化の推進 款 2 項 1 目 5

20,939

  デジタル技術やデータの積極的な活用により、住民の行政手続

きの簡素化及び利便性を向上させるとともに、業務の効率化を図

ることで、限られた人的資源を有効活用し、行政サービスの充実

を図ります。

  令和８年度は、試験導入を開始した自治会アプリ（情報共有ア

プリ）の普及促進を図ります。自治会など地域活動のデジタル化

を推進することで、情報伝達の迅速化・効率化、役員等の負担軽

減及び地域や団体の繋がりの強化を支援します。

　引き続き、電子申請システムや地理情報システムの利用促進を

図るとともに、各担当課で業務効率化や行政サービス向上を自律

的に推進できるよう、職員によるデジタルツールの主体的な活用

に取組みます。

款 2 項 1 目 5

30,152

　民間事業者のサービスを利用し、自主放送番組の放送、行政情

報の伝達を行うため、機器等の保守運用を補助します。

 　＊ケーブルテレビジョン整備運営事業補助金

所管 町民安全課

町民安全課

町民安全課

海岸漂着物等地域対策推進事業

町民安全課

資源ごみ集団回収運動奨励事業

所管

所管

所管

ケーブルテレビジョン整備運営事業

所管

塵芥処理費

（拡充）

（拡充） 新温泉町自治体ＤＸ推進事業

（継続）

（新規） 資源ごみ計画収集事業

清掃総務費

（継続）

清掃総務費

環境衛生費

企画課

北但行政事務組合負担金

（継続）

企画費

企画費 所管 企画課
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（４）高度情報化の推進 款 2 項 1 目 9

1,268

　ケーブルテレビジョン整備事業に伴う利用者負担の激変緩和を

図るため、民間事業者が町の補助を受け特別料金で提供するテレ

ビサービスにてテレビを視聴する利用者に対して、利用料の一部

を支援します。

＊支援対象者：現行の新温泉町有線情報放送施設条例の規定に

　　　　　　　よる減免対象となる利用者

＊支援金額：１か月当たり最大1,320円（対象者の条件による）

＊支援期間：令和９年３月末まで

（５）安心な消費生活の推進 款 7 項 1 目 8

1,614

　消費者被害を未然に防止するための情報提供や啓発、詐欺被害

防止機器(防犯用録音装置)の貸与を行います。あわせて、人や社

会・環境に配慮した消費行動（エシカル消費）の普及に向けて啓

発を行います。　

　また、悪質商法や多重債務等の消費者問題へ対応するため、消

費生活センターの相談受付時間を令和８年６月から見直すことで、

より効果的で充実した相談が行える体制を整えます。

　《相談受付時間》令和８年６月～

　　　月～金曜日(祝日、年末年始を除く)　9：00～16：00

（６）温泉配湯の利活用 款 2 項 1 目 5

8,557

　新温泉町の観光資源である温泉を産業、観光、健康増進、食等

の様々な分野に幅広く活用することで、地域活性化、魅力発信に

よる産業・観光の振興及び本町の認知度向上を図ります。

　令和８年度は、改めて環境省が推進する｢新・湯治｣を意識しな

がら、｢温泉資源｣を利活用した事業を実施します。併せて、日本

特有の『温泉文化』のユネスコ無形文化遺産全国推進協議会等の

普及に資する公的団体と連携しながら、当町独自の継続した取組

である、おんせん天国｢シン･温泉」検定等を行います。

　また、ノベルティグッズとして本町３湯の入浴剤等を継続して

製作し、町内の日帰り入浴施設の利用促進を図ります。

款 2 項 1 目 5

14,707

　温泉入浴等をすることで「ポイント」を付与し、その「ポイン

ト」を使って、入浴や景品等に交換できる仕組みを作ります。

　「ポイ活」という言葉のとおり、日常の活動が「ポイント」に

なることで、「（利用・参加）する人」が「得（とく）」をする

仕組みとなり、積極的な入浴促進や健康づくり等を推進します。

　付与した「ポイント」は町内でのみ使用することで、内需の蓄

積・循環する取組とします。

款 7 項 1 目 2

150

　町内の温泉を活用し、移住・定住の促進を図るため、町内で住

宅の新築、購入、改修を実施し、あわせて新たに温泉の配湯を開

始した方を対象に、支払った温泉使用料に対して助成を行います。

＊対象者：新温泉町定住促進住宅取得助成金の交付を受けた方

（継続）

温泉配湯助成金事業

（継続）

夢ネット運営費 所管 企画課

企画費

所管

所管

（継続）

商工観光課・おんせん天国室

町民安全課

ケーブルテレビジョン支援金事業

消費者行政費

所管

企画費 所管

消費者行政推進事業

（継続）

商工観光課・おんせん天国室

（新規） デジタル地域（シン・温泉）ポイントシステム導入事業

商工振興費 商工観光課

温泉活用推進事業
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（６）温泉配湯の利活用 [浜坂温泉配湯事業会計]

款 1 項 1 目 1

[七釜温泉配湯事業会計]

款 1 項 1 目 1

74,390

　浜坂、七釜の優れた泉質と湯量を持つ温泉を適正に管理し、全

国的にも珍しい温泉配湯を安定的に行います。

[浜坂温泉配湯事業会計]

款 1 項 1 目 1

30,000

　老朽化した温泉配湯管等を計画的に更新することで災害への対

応を図るとともに、温泉の安定供給に努めます。

（継続） 温泉配湯管布設替事業

建設改良費 上下水道課所管

上下水道課

（継続） 温泉配湯事業

営業費用 所管 上下水道課

一般管理費 所管
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６．住民と行政が夢をふくらませるまち
（単位：千円）

予算額

（１）参画と協働の推進 款 2 項 1 目 5

27,314

　過疎化・高齢化により集落機能が低下する中、地域における暮

らしを守るため、集落の枠組みを越えて広い範囲でコミュニティ

  の活性化を図る新しい地域コミュニティ（地域運営組織）づくり

を推進します。コミュニティ支援に必要となる人材の発掘、育成、

確保など、体制整備を図ります。

＊現在の集落支援員配置数：専任４名、兼任２名

　（奥八田、八田、諸寄、浜坂自治区、春来、三尾）

＊新規設置予定の集落支援員配置数：専任１名、兼任２名

　（照来、久斗山、伊角）

款 2 項 1 目 5

5,231

　地域コミュニティの充実を図るため、区及び町内会並びにこれ

らで構成される連合組織が行うコミュニティ施設整備や街路灯設
置等の地域の取組を支援します。

款 2 項 1 目 5

9,946

　次代のまちづくりの総合的指針となる第３次新温泉町総合計画

案を審議会等に諮り、策定に向けた業務を推進します。

款 10 項 4 目 2

934

　新温泉町で生まれ育った若者が二十歳を迎えたことを町を挙げ

て祝福し、激励するとともに、ふるさとへの親しみや社会に貢献

しようとする意欲を育てる契機となるよう、二十歳のつどいを開

　　　 催します。

＊開催日：令和９年１月10日（日）

（２）人権・平和の尊重 款 3 項 1 目 2

2,189

　人権啓発推進条例及び第４次人権施策推進計画に基づき、人権

意識の高揚とお互いの人権が尊重され、誇りが持てるまちづくり

をめざし、「差別をなくし人権文化をすすめる町民運動」として

人権学習会、街頭啓発、人権講演会などを実施し、人権啓発を推

進します。

　令和８年度は、第５次男女共同参画社会プラン推進計画の策定

に係る町民を対象とした意識調査アンケートの実施、推進委員会

の実施、講演会など所轄関係者と連携を図った上で協議並びに策

定を行います。

款 3 項 1 目 3

18,022

　基本的人権の尊重の精神に基づき、福祉の向上や人権啓発・町

民交流の拠点となる開かれた隣保館として、人権学習会、教養文

化講座、文化会館文化祭、各種人権相談など、学習・啓発・交流

事業を実施し、人権教育及び人権啓発を推進します。

所管隣保館費

社会教育振興費

人権啓発推進費

隣保館活動事業

生涯教育課

二十歳のつどい実施事業

所管

人権啓発推進事業

生涯教育課・人権推進室

主要施策名 事業名及び主な事業の内容

生涯教育課・人権推進室

所管

（継続）

企画費 所管 企画課

（拡充） コミュニティ支援事業

企画費 所管 企画課

（継続）

（拡充）

（継続） 地域振興事業

企画費 所管 企画課

（継続） 第３次新温泉町総合計画策定事業
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（２）人権・平和の尊重 款 10 項 4 目 3

3,696

　人権学習にかかる課題解決と人権が尊重される社会の実現をめ

ざし、教育活動や人権に関わる文化創造活動を推進します。

＊人権学習事業（ささゆり・ひまわり）

＊新温泉町人権教育推進協議会交付金

（３）行財政改革の推進 款 2 項 1 目 4

4,562

　町有公用車両のメンテナンス（法定点検等）を包括的に業者委

託することで、定期点検事務の効率化を図るとともに、保有時の

長期的な消耗品の交換や修理・定期点検費用等の維持管理費の削

減を図ります。

　対象車両を拡大し、事務の効率化と維持管理費の削減を図りま

す。

（４）広域連携・交流の強化 款 2 項 1 目 5

款 2 項 1 目 6

155,391

　住民の利便性向上や行政運営の効率化に資するよう、国の「地

方公共団体情報システム標準化基本方針」に基づき、ガバメント

クラウド（デジタル庁が調達するクラウド環境）を活用した標準

準拠システムへの移行を進めます。

款 2 項 1 目 5

11,092

　近隣市町との広域ネットワークの形成を強化し、交流人口の拡

大、観光資源の広域的活用、生活基盤の充実など、広域的課題の

解決に向けた取組を進めます。また、「但馬定住自立圏」、「因

幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏」の連携をさらに深め、圏域

全体の一体的発展を図ります。

款 2 項 1 目 10

款 10 項 3 目 2

13,165

【 商工観光課 】

　新温泉町国際交流協会を中心とした語学教室等の活動や国際的

環境に触れる機会を増やすため、海外留学生のホームステイ受け

入れ等支援します。また、台湾屏東県政府との産業的交流ができ

るよう進めます。

【 生涯教育課 】

　中学生の国際理解教育を促進するための姉妹校交流の支援や青

少年の国際感覚を磨く機会として、ニュージーランドの姉妹校と

青少年交流を行うことにより、町民の国際意識の醸成を図ります。

所管

所管

自治体情報システム標準化対応事業

国際交流事業

電子計算費 所管

人権学習事業

生涯教育課・人権推進室所管

企画課

（継続）

（継続）

町有公用車包括管理事業

企画費 所管 企画課

所管

人権教育振興費

総務課財産管理費

（継続）

所管 商工観光課ふるさとづくり推進費

（継続）

企画費

生涯教育課

企画課

（継続）

広域行政事業

教育振興費
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（４）広域連携・交流の強化 款 6 項 1 目 8

113,152

　但馬牛の振興とあわせて、四季折々の豊かな自然、但馬牛をは

じめとする動物とのふれあい、農産物加工体験などさまざまなコ

ンテンツを要する但馬牧場公園の多面的な機能を生かし、但馬牧

場公園でしかできない体験をPRすることで、都市と農村との交流

 促進・地域の活性化を図ります。　

　また、世界・日本農業遺産認定による国際的な知名度向上の活

用や、兵庫県における大阪・関西万博後の取組に参画することで、

但馬牛について幅広く国内外へ情報発信します。

款 7 項 1 目 9

款 7 項 1 目 10

10,519

　山陰海岸ジオパーク館を中核拠点施設として管理運営及び機能

の充実を図りながら、山陰海岸ジオパークをより一層活用し、町

民がまちに自信と誇りを持てるまちづくりを進めるとともに、観

光振興や環境保全、教育活動、地場産業の振興を図ります。

　また、山陰海岸ジオパーク館、山陰海岸ジオパーク推進協議会、

町内ガイド団体等との連携を図ることで、ジオパークの魅力発信

に努めます。

（５）情報発信の強化 款 2 項 1 目 2

款 2 項 1 目 9

19,538

　広報しんおんせん、ホームページ、夢ネット自主制作番組、

ＳＮＳ、行政放送、報道機関への情報提供など各媒体の特性を生

かし、効果的な情報発信を行います。

夢ネット運営費 所管 企画課

所管

山陰海岸ジオパーク推進事業

所管 商工観光課

ジオパーク館運営費

所管

ジオパーク推進費

牧場公園費 牧場公園課

（継続）

（継続）

広報活動事業

但馬牧場公園管理運営事業

商工観光課

（継続）

文書広報費 所管 企画課
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まちの台所事情

※「普通会計」とは、総務省が定める会計区分のひとつで、一般会計、特別会計など各会計で経理する事業の範

囲が自治体ごとに異なっているため、統一的な基準で整理して比較できるようにした統計上の会計区分をいいま

す。具体的には一般会計、浜坂地区残土処分場事業特別会計をいいます。

１　普通会計予算の推移

　（令和７年度と令和８年度の当初予算比較）

1,330 1,331 1,320 1,759 1,824 1,837 1,942 2,133
1,433 1,389 1,437 1,377 1,444 1,514 1,614 1,643940 952 969 935 1,258 1,131 1,171 1,1831,468 1,275

2,518 2,452 1,111 1,203
1,672 1,9271,689 1,698

1,762 1,609
1,758 1,976

1,844
1,9402,050 1,889

1,858
3,540

2,094 2,141
2,104

2,068
743 737

742

749

755 748
791

763
1,147

770

888

1,046

1,095
1,658

2,228 1,814

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

百万円 普通会計歳出決算（性質別）推移

その他

繰出金

補助費等

物件費

普通建設費

扶助費

公債費

人件費

※端数処理により合計が一致しない場合あり

分担金及び負担金
1千万円（0.1％）

町税

13億円

(9.4％）

町税

12億9千万円

(8.7％）

地方交付税

56億7千万円（40.9％）

地方交付税

55億6千万円（37.3％）

地方譲与税等交付金 5億3千万円（3.6％）

国庫支出金 16億5千万円（11.1％）

県支出金 12億2千万円（8.2％）

その他 4億2千万円（2.7％）

繰入金 9億1千万円（6.1％）

使用料及び手数料
8億7千万円（5.8％）

分担金及び負担金
1千万円（0.1％）

使用料及び手数料
8億8千万円（6.4％）

繰入金 9億2千万円（6.6％）

諸収入 4億8千万円（3.5％）

地方譲与税等交付金 5億9千万円（4.3％）

国庫支出金 13億6千万円（9.8％）

国庫支出金 8億円（5.7％）

その他 4億4千万円（3.1％）

諸収入 3億8千万円（2.5％）

町債 20億7千万円（13.9％）

町債 14億1千万円（10.2％）

令和７年度

歳入総額

１４９億１千万円

令和８年度

歳入総額

１３８億６千万円

【歳入】

人件費

24億3千万円

（16.3％）

人件費

24億4千万円

（17.6％）

公債費

16億2千万円

（10.8％）

公債費

16億5千万円

（11.9％）

普通建設事業費

19億1千万円

（13.7％）

普通建設事業費

24億8千万円

（16.6％）

物件費

26億1千万円

（18.8％）

物件費

27億円

（18.1％）

補助費等

24億9千万円

(18％）

補助費等

28億9千万円

（19.4％）

扶助費 9億4千万円
（6.4％）

扶助費 9億5千万円
（6.9％）

その他 13億3千万円（8.9％）

その他 12億8千万円 （9.3％）

令和７年度

歳出総額

１４９億１千万円

令和８年度

歳出総額

１３８億６千万円

【歳出】
繰出金 5億2千万円（3.5％）

繰出金 5億3千万円（3.8％）
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　【新温泉さんの家族】　
　

　令和８年度の新温泉町の普通会計予算 138 億６千万円を、新温泉町に住んでいる人の１人あたりの家計
簿に例えてみると・・・
※家計簿の例えは、令和８年３月１日（住民基本台帳人口 12,418 人）で計算

２　町の予算を家計に例えてみると…

　　　　夫婦と子ども 2 人

①給料 105,000円 13億0千万円
（町税）

②貸地の賃貸料 143,000円 17億8千万円
（使用料・手数料等）

③財産の運用・売却益 2,000円 3千万円
（財産収入）

④親からの援助など 678,000円 84億2千万円
（地方交付税、国・県支出金等）

⑤銀行からの借り入れ（車・住宅ローン） 114,000円 14億1千万円
（町債）

⑥貯金の引き出し 74,000円 9億2千万円
（繰入金）

収入 1人当たり
町予算

（年間予算）

合計 1,116,000円 138億6千万円

①9.4%

②12.8%

③0.2%

④60.8%

⑤10.2%

⑥6.6%

①17.6%

②6.9%

③18.7%

④3.8%
⑤21.3%

⑥14.2%

⑦5.2%

⑧12% ⑨0.3%

①食費 196,000円 24億4千万円
（人件費）

②医療費・教育費・保育料等 77,000円 9億5千万円
（扶助費）

③光熱水費・電話代・生活用品等 210,000円 26億1千万円
（物件費）

④子どもへの仕送り 42,000円 5億3千万円
（繰出金）

⑤サークル等の会費・知人への援助 238,000円 29億6千万円
（補助費等及び出資・貸付金）

⑥自宅の増改築・車や電気製品の購入等 159,000円 19億8千万円
（普通建設事業費・維持補修費）

⑦貯金の積立て 58,000円 7億1千万円
（積立金）

⑧車などのローンの返済 133,000円 16億5千万円
（公債費）

⑨その他 3,000円 3千万円
（予備費）

支出 1人当たり
町予算

（年間予算）

合計 1,116,000円 138億6千万円
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R2年度末 272千円
R3年度末 314千円
R4年度末 389千円
R5年度末 443千円
R6年度末 457千円

（普通会計）
一人当たり基金残高

3,330 3,330 3,402
3,591 3,791

4,276

5,211

5,799 5,855
5,636 5,432

2,218 2,218

2,028

2,021

2,000

2,237
2,478

2,329

2,254

1,696

1,070
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百万円
基金残高の推移（普通会計）

基金残高

財政調整基金残高

※Ｒ７は決算見込
Ｒ８は当初予算数値

　貯金（基金）のうち使途が限定されていない財
政調整基金は、令和６年度末で約 23 億円となり
ましたが、令和７年度は決算剰余金が多く見込め
ないため、令和７年度末で約 17 億円となる見込

みです。また、令和８年度予算においては財源確
保のため６億 3,900 万円財政調整基金を活用す
ることとなりました。

３　貯金の状況

【基金残高の状況】 (単位：千円）

令和６年度末  令和７年度末 令和８年度末

 現在高  現在高見込額 積立予定額 取崩予定額 現在高見込額

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)

① 2,254,139 1,695,932 12,875 639,000 1,069,807

② 809,434 752,293 104,222 103,500 753,015

933 934 3 0 937

54 54 0 0 54

79 79 0 0 79

1,150,000 1,150,000 0 0 1,150,000

1,337,735 1,772,662 394,051 1 2,166,712

381 382 2 0 384

244,008 197,858 200,870 170,000 228,728

35,708 49,300 2,344 0 51,644

交通安全対策基金 22,415 16,423 35 6,000 10,458

5,854,886 5,635,917 714,402 918,501 5,431,818

④ 49,829 49,967 0 49,967 0

5,904,715 5,685,884 714,402 968,468 5,431,818

⑤ 212,500 153,604 556 1,100 153,060

⑥ 110 110 110

⑦ 226,677 197,511 673 66,093 132,091

⑧ 38,747 40,389 107 5,808 34,688

6,382,749 6,077,498 715,738 1,041,469 5,751,767

七釜温泉配湯事業施設整備基金

国民健康保険財政調整運用基金

介護保険給付費準備基金

海岸環境美化基金

合計　①～⑧

令和８年度

減債基金

二日市温泉配湯事業施設整備基金

和泉谷残土処分場基金

国民健康保険直営診療所基金

基　　金　　名

土地開発基金　（現金のみ）

地域振興基金

森林環境基金

ふるさとづくり基金

計　①～④

財政調整基金

③
そ の 他
特定目的
基　　　金

ふるさと水と土対策基金

計　①～③　（普通会計）

地域福祉基金
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◆町債とは・・・

　町債は、学校や道路、下水道などの多額の経費
を要する建設事業を行うための借金であり、長期
間町民に活用されるため、建設時の町民だけに負
担してもらうのではなく、次の世代にも負担を求

め、世代間でこれらの事業に対する負担の公平を図る
ものです。町債を発行して事業を行いつつ、町債の中
でも、償還額の一部に対して交付税が算入される有利
な町債を活用していくことも大切です。ただし、財政
健全化のため借金の残高を減らすことも重要です。

R2年度末 1,089千円
R3年度末 1,088千円
R4年度末 1,057千円
R5年度末 1,070千円
R6年度末 1,102千円

（普通会計）
一人当たり町債残高

1,376 1,225

2,122 2,043

1,000
811

1,393 1,718 2,071

1,414

13,762
13,695

14,464 15,202

14,820

14,344

14,003

14,137

15,530

15,407

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

百万円百万円

町債残高の推移（普通会計）

町債発行額 町債残高

※Ｒ７は決算見込
Ｒ８は当初予算数値

４　借金の状況

　町の借金は、令和６年度末現在で全会計合わせ
ると約 203 億円（令和５年度末 206 億円）、町
民一人当たり約 158 万円（同 157 万円）となり、
普通会計の借金は約 141 億円（同 140 億円）で、
町民一人当たり約 110 万円（同 107 万円）となっ
ています。財政健全化のため、有利な財源である

過疎対策事業債を活用していくなど適切な管理を
行います。

【町債残高の状況】 （単位：千円）

区分
令和６年度末

現在残高
 令和７年度末
現在残高見込

 令和８年度末
現在残高見込

一般会計 13,295,792 14,871,215 14,930,853

浜坂地区残土処分場事業特別会計 841,416 659,243 476,543

①　小　　計　（普通会計） 14,137,208 15,530,458 15,407,396

国民健康保険事業特別会計 10,437 41,663 40,740

下水道事業特別会計 2,731,387 2,502,139 2,264,452

浜坂温泉配湯事業会計 105,070 143,183 183,007

水道事業会計 2,355,698 2,317,196 2,371,631

公立浜坂病院事業会計 1,008,101 956,780 937,905

②　小　　　　計 6,210,693 5,960,961 5,797,735

①+②　合　　　　　　　　　　計 20,347,901 21,491,419 21,205,131
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　町税は、国の制度改正を含め、個人所得の増加に
よる増収等を勘案した結果、前年度比 605 万円増の
12 億 9,880 万円を見込みます。

５　地方交付税・町税の状況

　地方交付税には、普通交付税と特別交付税があり
ます。普通交付税では、「地域デジタル社会推進費」
及び「地域社会再生事業費」が引き続き措置される
ことや臨時財政対策債償還基金費の創設による増等
を勘案し、前年度から１億円の増額を見込みます。

臨時財政対策債とは・・・
　地方の財源不足を補てんするため特例的に認められる地方債です。従来は、この財源不足
額を補てんするため、国が地方交付税特別会計で借り入れし、地方交付税として地方自治体
に配分してきました。
　平成 13 年から自治体自ら直接借り入れる方式に切り替えられました。これを「臨時財政
対策債」といいます。

4,279

4,199

4,336

4,267

4,483

4,514

4,489

4,613

4,679

4,800

267 256
195 179

166 0
28

13
0

0

714
676 688 774

899
883 898

969
1,160 867

5,260 5,131
5,218 5,220

5,548
5,397 5,414

5,595
5,840

5,667

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

百万円 地方交付税の推移（臨時財政対策債含む）

特別交付税

臨財債

普通交付税

※Ｒ７は決算見込 Ｒ８は当初予算数値

※端数処理により合計が一致しない場合あります。
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経常収支比率

　人件費（食費）、扶助費（医療費等）、公債費（借金の返済）などの義務的な経常経費に、
町税（給料）や普通交付税（親からの援助）などの経常的収入がどれだけ充当されている
かを示します。数値が高くなるほど財政の自由度、健全性が失われていることを示します。
　
※例えば、10万円の収入のうち、Ａさんは生活費など必ず必要な経費が 9万円とすると、
　経常収支比率は 9万円÷ 10 万円＝ 90％となります。Ｂさんは生活費など必ず必要な
　経費が 7万円とすると、経常収支比率は 70％となり、Ｂさんの方が自由に使えるお金
　が多いということになります。

実質公債費比率
　一般会計等の普通会計に加え、上下水道、病院などの公営企業会計等（子どもへの仕送
り）を加えた町全体の実質的な債務をもとに算出します。３か年の平均値が 18％以上に
なると起債の許可が必要となり、25％以上なら起債が制限されます。

標準財政規模
　地方自治体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源（※）の規模を示す数値

※一般財源とは、歳入のうち町税などのように使途が特定されず、どのような経費にも使
　用することができる資金のことです。

将来負担比率 　一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合で、数値が高
くなるほど悪化、将来的な財政運営を圧迫する可能性を示すものです。

【用語解説】

６　財政指標の状況

項目 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

経常収支比率 87.3% 84.8% 87.8% 90.3% 91.2%

実質公債費比率 10.8% 11.0% 11.1% 11.2% 11.0%

将来負担比率 89.9% 65.0% 28.2% 22.6% 18.9%

標準財政規模 6,238百万円 6,446百万円 6,351百万円 6,333百万円 6,463百万円
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百万円 地方交付税の推移（臨時財政対策債含む）

特別交付税

臨財債

普通交付税

※Ｒ７は決算見込 Ｒ８は当初予算数値

※端数処理により合計が一致しない場合あります。

497 502 489 491 487 494 516 460 506 491

70 62 60 61 58 60 62
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60 58

690 675 666 646 600 636 637
628 607 608
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百万円 町税の推移

合計

入湯税

町たばこ税

軽自動車税

固定資産税

町民税（法人）

町民税（個人）

※Ｒ７は決算見込
Ｒ８は当初予算数値

※端数処理により合計が一致しない場合あります

49



－令和８年度新温泉町予算説明書－
「まちを知る　考える　参画する」私たちの新温泉町

発行　新温泉町／編集　企画課

〒 669-6792　兵庫県美方郡新温泉町浜坂 2673 番地の 1

電　話（0796）82-3111 ㈹／ＦＡＸ (0796)82-3054

町ホームページ   　https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/
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